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多様性推進・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｷﾞｬｯﾌﾟ対策課 
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【行政管理部】財政課、資産活用課 
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井﨑 博之
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午前９時２３分 委員会開会 

○委員長（岡本 昭治） 皆さん、おはようございま

す。早く集まっていただきまして、ありがとうござ

います。ただいまから総務委員会を開会いたします。 

 ９月の中旬になりますけども、本当に暑い日が続

いてます。多分皆さんも夏ばてというのを何か忘れ

てしまうぐらい長い日が続いてまして、健康管理大

変かなと思いますので、十分にお体に気をつけてい

ただいて、業務に精励していただきたいと思います。 

 さて、今日、明日、２日間の審査の予定について

お知らせします。 

 審査の順序は、お手元の審査日程表のとおり、議

案の順序を変更し、本日は当委員会に付託された第

７９号議案及び当分科会に分担された第７２号議

案の審査として、説明、質疑、討論、表決まで行い、

その後、意見、要望のまとめを行う予定です。 

 明日は、当委員会に付託、また、当分科会に分担

されたその他の議案の審査として、個別に説明、質

疑等の表決を行い、その後、意見、要望のまとめを

行う予定としております。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせ、午前、午後に分けて、所管部署の職

員に出席いただくよう要請しておりますので、ご了

承願います。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０６．０９．１７

が本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の委

員会の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔、明瞭

に行っていただき、スムーズな議事進行にご協力を

お願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いし

ます。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２６分 分科会開会 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を開会します。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第７２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書等についてであり

ます。 

 十分な質疑時間を確保するために、当局には、新

規事業や前年度から大きな変更のあった事業及び

主要事業等を主として説明いただくよう依頼して

おります。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

説明いただき、その後、組織順で課ごとに所管に係

る歳出、歳入、実質収支調書、財産調書等を続けて

説明願います。 

 質疑は説明が終わった後、一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） よろしくお願いします。 

 令和５年度の決算認定議案に関しまして、一般会

計決算の概要をご説明いたします。 

 まず、決算書の５８６ページ、５８７ページをご

覧ください。（発言する者あり）５８６、５８７で

ございます。 

○分科会長（岡本 昭治） いきましたですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 はい、どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） まず、実質収支に関する

調書でございます。 

 令和５年度の一般会計の決算額は、一番左の数字

の欄、歳入総額が４９３億６，１９７万３，０００

円、歳出総額が４７９億４，４０７万８，０００円

でございました。翌年度への繰越財源２億９，４０

９万８，０００円を除いた実質の収支額は１１億２，

３７９万７，０００円と黒字ということになります。 

 前年度の実質収支額との差引きであります単年

度収支額、参考欄の上から２段目になります。これ

は１億９４万６，０００円の黒字ということになっ
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ております。 

 なお、年度中の財政調整基金への積立金や取崩し

額など、赤字、黒字要因を加味しました実質単年度

収支、一番下の数字でございます。これにつきまし

ては、４，５７０万円の赤字ということになってお

ります。この赤字の要因としまして、地方財政法で

積立てが必要とされる２０２２年度の決算剰余金

の２分の１以上の５億２，０００万円を財政調整基

金ではなくて市債管理基金に積み立てたというこ

とと、臨時財政対策債、これを１億５，０００万円

分発行抑制をしたといったこと、この２点が大きな

要因ということになります。 

 次に、戻りまして決算書の７ページをご覧くださ

い。７ページの下の欄の総括表でございます。先ほ

どは１，０００円単位で申し上げましたが、一般会

計の歳入総額、歳出総額などはご覧のとおりという

ことになります。 

 そして、翌年度への繰越額、実質収支額はご覧の

とおり黒字ということになります。黒字の要因とし

まして、まず歳入は、最終予算と比較して市税収入

等が５，０００万円程度の増額といったことと、歳

出のほうにつきましては、扶助費、入札見込み減、

除排雪経費の執行残など、不用額がどうしても発生

しまして、１０億８，０００万円の不用額が発生し

たといったことが大きな要因ということになりま

す。 

 次に、８ページ、９ページをご覧ください。歳入

歳出決算款別総括表でございます。まずは歳入です。

歳入は、１、市税、飛んで１７、県支出金、１９、

寄附金、２０、繰入金などが増収となった一方です

が、１２、地方交付税、国庫支出金、繰越金、諸収

入、市債などが減収となり、対前年度比約３０億１，

０００万円、５．８％の減といったことになってお

ります。 

 主なものにつきまして、これちょっと口頭での説

明になります。１、まず市税につきましては、法人

市民税などが減収となった一方、個人市民税、固定

資産税などが増収となり、全体としましては、前年

度比約２，０００万円、０．２％の増収といったこ

とになります。 

 地方交付税のうち普通交付税につきましては、ち

ょっとこれややこしいんですけど、需要額につきま

しては、臨時財政対策債償還基金費などにより増額。

一方、収入額につきましても、固定資産税の償却資

産の増額、地方消費税交付金の算出式の変更により

増額といったことになります。基本的に、結果的に

収入額の増減額のほうが大きくなったといったこ

とになりますので、交付額につきましては、約１億

８，０００万円の減収ということになります。 

 また、特別交付税につきましては、有害鳥獣対策

の増額などにより２，０００万円の増収ということ

になっております。 

 １６、国庫支出金です。住民税非課税世帯等臨時

特別給付金支給事業や臨時道路除雪事業の補助金

の終了などにより約１０億７，０００万円の減収、

１７、県支出金につきましては、地域介護拠点整備

費補助金の増額などにより約３億２，０００万円の

増収、１９、寄附金につきましては、ふるさと納税

の増額などによりまして、約５，０００万円の増収、

２０、繰入金につきましては、財源不足を補うため

の財政調整基金の繰入れなどにより約２億２，００

０万円の増収、２２、諸収入につきましては、プレ

ミアム付商品券の販売終了などにより約１０億５，

０００万円の減収になります。 

 ２３、市債につきましては、福田の排水機場整備

事業債の減額や、臨時財政対策債が発行抑制などに

よりまして約８億８，０００万円の減収ということ

になります。 

 次に、不納欠損額ですが、総額は１１ページ、真

ん中の列に記載のとおり、約４，８３８万円という

ふうになっております。その右隣の収入未済額の総

額につきましては、約１２億３，１９５万円という

ことになっております。なお、収入未済総額から繰

越事業の未収入特定財源である国県支出金などの

収入未済額を控除した実質的な滞納額は約３億６，

０００万円ということになります。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをご覧くだ

さい。歳出でございます。歳出につきましては、３、
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民生費、１１、災害復旧費などが増額となった一方、

２、総務費、衛生費、商工費、土木費、教育費、公

債費などが減額ということになりまして、全体とし

まして対前年度比約３１億４，０００万円、６．１％

の減といったことになっております。 

 主な歳出減の増減を申し上げます。これにつきま

しては、口頭ですんで、ちょっと分かりにくいと思

いますが、まず、２、総務費につきましては、対前

年度比約４億２，０００万円の減額、理由としまし

ては、財政調整基金、市債管理基金の積立金の減額

などによるものでございます。３、民生費、これに

つきましては２億１，０００万円の増額でして、価

格高騰緊急支援給付金の増額などによるものでご

ざいます。４、衛生費、これにつきましては４億６，

０００万円の減額といったことでして、新型コロナ

ワクチン接種対策費の精算返納金、また、コロナワ

クチンの予防接種業務の減額などによるものとい

うことになります。 

 ７、商工費、これは１６億４，０００万円の減額

でして、プレミアム付商品券換金等業務の終了など

によるものといったことでございます。 

 ８、土木費につきましては４億円の減額でして、

除雪業務、福田排水機場整備の減額などによるもの

でございます。 

 １０、教育費につきましては１億５，０００万円

の減額でして、認定こども園等施設整備事業の終了

などによるものでございます。 

 １２、公債費につきましても２億６，０００万円

の減額でして、市債元金の減額などによるといった

ことでございます。 

 １３ページの中ほどの列、翌年度繰越額でござい

ます。一番下の翌年度繰越額の歳出合計の欄、２０

億４，７２２万７，０００円、この金額を翌年度に

繰り越すものでございます。その右側の不用額につ

きましては約１０億７，６９６万６，０００円、こ

れにつきまして、先ほど申し上げたとおり、実質収

支額の黒字になる大きな要因といったことでござ

います。 

 続いて、財政指標につきまして、概要を説明させ

ていただきたいと思います。令和５年度豊岡市決算

の概要をご覧ください。 

 まず、９ページをご覧ください。９ページでござ

います。まず１、①ですね、経常収支比率です。２

０２１年度は９２％、２０２２は９３．１、２０２

３は９３．８％で、２０２０年度の９４．９％と比

較すると、それぞれ減少、改善をしてるといったこ

とになります。この一つの要因としまして、分母と

なる歳入の経常一般財源が普通交付税の再算定な

どによりまして増額されたといったことが大きな

理由ということです。今年度以降もその普通交付税

の再算定が実施されるか不透明といったことです

んで、今後は比率が悪化するというふうなことを想

定してます。ちなみにですけど、２０２１年度は再

算定で６．４億円、２０２２は２．４億円、２０２

３は２．３億円の普通交付税が再算定をされたとい

ったことになります。 

 その下の２、実質公債費比率です。２０２２年度

は１４．３％、２０２３年度は１４．１％で、０．

２ポイント減少、改善しているといったことになり

ます。ただし、２０１７年度以降を見ていただいた

ら分かるんですが、上昇傾向にあるといったことに

なります。これ、地方債現在高は順調に毎年二、三

十億円ずつ減らしてはおるんですが、交付税措置率

の低い地方債割合が増加したことというのが大き

な要因ということになります。仮に新文化会館整備

が本格化した場合につきましては、比率が横ばい、

もしくは場合によっては悪化することも想定をさ

れるということになります。 

 その下の③財政力指数です。近年は０．３８から

０．３９で推移しており、大きな変化はないといっ

たことになりますが、類似団体との比較では大きく

下回ってるということになります。やはり市税など

の自主財源が乏しく、交付税など依存度が高い状況

を示してるといったことになります。 

 ２０ページをご覧ください。２０２１から２０２

３年度、主要な財政指数などを記載をしております。

これにつきましては、一般会計に診療所事業、霊苑

事業の特別会計などを加えるなど調整を行った普
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通会計ベースといったことになります。一般会計だ

けではなくて普通会計ベースといったことになり

ますので、ご注意をお願いします。 

 全体概要については以上でございます。 

 引き続き、財政課分の説明をさせていただきます。

決算書の９５ページをご覧ください。９５ページで

ございます。 

 歳出です。上から７行目の一般管理費の報償金２

９万７，０００円。７行目、２９万７，０００円に

つきましては、第三セクター事業者への経営支援の

ため、アドバイザーによる経営助言を実施したもの

でございます。 

 少し飛びまして１０５ページをご覧ください、１

０５ページです。真ん中より少し下、基金管理費の

財政調整基金積立金１億６４７万４，０００円のう

ち１億円分が財政課分といったことになります。こ

の１億円につきましては、２０２１年度に芸術文化

観光専門職大学に対して行った８億円の寄附金の

ため基金へ積み立て、もちろんもう払っていますの

で補填するという形ですね、８億円分の補填を行っ

てるといったことになります。ちなみに今回で６年、

６億円ですので、あと２回分の補填、積立てが必要

といったことになります。 

 その２つ下、市債管理基金積立金６億４，２１４

万４，０００円のうち６億３，７１４万４，０００

円が財政課分といったことになります。このうち５

億２，０００万円は前年度の繰越金の確定に伴って

歳計剰余金処分として積立てを行ったものでして、

今後本格化する新文化会館整備などの償還に備え

たいというふうには考えております。残り１億１，

７１４万４，０００円は、国の経済対策により普通

交付税が再算定されまして、臨時財政対策債償還基

金費が新たに創設されました。臨時財政対策債を償

還するための経費を積み立てたものといったこと

でございます。 

 飛びまして、４２１ページをご覧ください。４２

１ページです。下から２段目、諸支出金の満期一括

償還財源積立金１，０００万円でございます。これ

につきましては、ひょうごグリーン県民債として借

り入れた５年満期一括償還５，０００万円のうち１

年目の償還積立金を積み立てたというものでござ

います。 

 ４２２ページをご覧ください。予備費につきまし

ては、予備費支出及び流用増減の列にマイナス表示

をしておりますが、３，１０７万４，０００円でし

て、治山事業であったり、災害復旧事業、議場のカ

メラ修繕など、全２３件につきまして予備費を充用、

活用させていただいたといったことでございます。 

 続きまして、歳入でございます。財政課の所管分

につきましては、まずは２２ページ、真ん中の２款

地方譲与税から２６ページ、一番下の１３款交通安

全対策特別交付金、これにつきまして、主なものを

説明させていただきます。 

 ２５ページをご覧ください、２５ページでござい

ます。下から７段目、地方消費税交付金、１８億９，

７６５万円でして、１，５１３万２，０００円、０．

８％の減といった形になっております。ちょっと

我々としましては、新型コロナウイルス感染症の５

類への移行に伴って社会経済活動が活発、再開され

ることによりまして増収を見込んでおりましたけ

ど、ちょっと今回減収といった形にはなっておりま

す。 

 ２７ページをご覧ください。下から３段目、普通

交付税につきましては１５０億８，５１６万８，０

００円でして、１億７，８６６万５，０００円、１．

２％の減ということと、特別交付税につきましては

２８億３，０６９万６，０００円でして、２，３７

７万５，０００円、０．８％の増といった形になっ

ております。 

 ４５ページをご覧ください。４５ページでござい

ます。上から４段目、地方創生臨時交付金につきま

しては、物価高騰対策などの事業に充当した交付金

でして、１３億１，９４８万９，０００円、９６９

万５，０００円、０．７％の減といったことになっ

ております。 

 ６５ページをご覧ください。６５ページでござい

ます。上から３段目、財政調整基金繰入金、２億８，

２５９万３，０００円のうち、１億３，８００万円
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が財政課分でございます。財源不足分を繰り入れた

ものでして、当初１４億円を繰り入れたものを最終

的にはこれゼロにしたかったんですけど、全て減額

し切れなかったといったことでして、１億３，８０

０万円を繰り入れたままといった形となりました。 

 その下、市債管理基金繰入金につきましては１億

２，０６１万円でして、３１６万３，０００円、２．

６％の減といったことです。現在、この庁舎整備の

際に借り入れた市債の償還のために積み立ててい

たものなどを取り崩したといったことにはなりま

す。 

 ８９ページをご覧ください。上から３段目の臨時

財政対策債、これについては空白といったことにな

ります。本来なら１億５，０００万円発行可能でし

たが、財政健全化の観点から発行抑制を行ったとい

ったことでございます。 

 飛びまして、６０７ページをご覧ください。財産

調書の基金の状況でございます。６０７ページでご

ざいます。基金につきましては出納整理期間という

概念がございません。３月末日で一旦取りまとめを

しておりまして、次のページ、６０８ページのとこ

ろに参考・債権として、出納整理期間、５月末日ま

での処理した金額を記載しております。この両方の

合計が２０２３年度末の基金残高という形になり

ますので、ご了承をいただきたいというふうに思っ

ています。 

 財政課所管分につきましては、１行目の財政調整

基金、その１行下の市債管理基金、その２行下の公

共施設整備基金でございます。年度末現在高は６０

７ページ、６０８ページの記載のとおりでございま

す。 

 財政課からは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 議会事務局、坂本次長。 

○事務局次長（坂本英津子） 歳出について説明いた

します。 

 ９１ページをご覧ください。一番上、人件費です。

人件費のうち議員に係る人件費は、議員報酬、議員

期末手当、議員共済組合負担金、非常勤職員公務災

害補償保険料で、合計１億７，６１４万５，２０３

円となっております。前年度と比較いたしますと約

６２６万円の減額となっております。主な要因とい

たしましては、議員数が令和４年度は２４名、令和

５年度は２３名と１名減となったことに伴い、議員

報酬が約４３０万円減額となっております。また、

議員共済組合負担金につきましても、先ほど申し上

げましたとおり、議員数が１名減になったことと、

負担率が下がったことにより約２００万円の減額

となっております。 

 次に、下から３行目となります議会運営活動費で

す。令和５年度は常任委員会、特別委員会等、管外

行政視察を通常どおり実施したことなどにより、前

年度に比べ約３４万円の増額となっております。 

 次に、１０３ページをお願いいたします。真ん中

辺り、庁舎管理費です。上から５つ目、修繕料のう

ち１６５万円が議会事務局分となり、議場のカメラ

修繕に係るものでございます。歳入はございません。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 秘書広報課、藤本課長。 

○秘書広報課長（藤本  充） 私からは、秘書広報

課の決算について、まず歳出から増減額の大きかっ

たものについて説明をいたします。 

 ９５ページをお開きください。右下の秘書渉外費

でございます。これは秘書業務に係る一般経費で、

前年度と比較して５６万９，８６８円の増額となり

ました。中でも交際費が６３万５，４３５円増額し

ております。これは、コロナが５類になったことで、

各種団体の活動が通常に戻り、会費負担金が増えた

こと、また、令和６年１月の能登半島地震に係る災

害見舞金が増えたことが要因でございます。 

 続きまして、１０１ページをお開きください。２

つ目の広報広聴事業費でございます。これは、市広

報等の発行や市ホームページの管理経費で、前年度

と比較して３７万８，９１２円の減額となりました。

これは、市広報紙のページ数の減による印刷製本費

の減が大きな要因でございます。二次元コード等で

市ホームページに誘導したということでございま

す。 

 続きまして、１５７ページをお開きください。上
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から２つ目の情報戦略推進事業費でございます。決

算額のうち、秘書広報課分は２３４万８７０円でご

ざいます。これは、令和５年度の組織改編に伴って、

それまで大交流課が所管していた情報戦略に関す

る業務のうち、市の特徴的な取組を発信する業務を

秘書広報課で新たに所管することになったもので、

東京メトロで配布されるフリーペーパーへの広告

料１１０万円、メディア等へのＰＲ広告代行業務委

託として８８万円等に支出しております。 

 続きまして、１６３ページをお開きください。一

番下の地域おこし協力隊推進事業費でございます。

２億１，３８０万円ほどの決算額となっております

が、このうち秘書広報課分は業務委託料４７８万７，

０００円でございます。これは、ＦＭジャングルを

受入れ団体として豊岡の魅力発信をテーマに活動

していただいている隊員への活動費でございます。

活動開始が令和４年度は５か月間であったため、昨

年度については１年間活動していただきましたの

で、２８８万５，４２５円の増額となりました。 

 続きまして、歳入です。戻りまして７１ページを

お開きください。雑入の上から２つ目、広告料のう

ち、秘書広報課所管分は市広報とホームページでご

ざいますが、ホームページでの広告料が３万９，０

００円の減、事業者が６から３者になっております。

事業内容の変更点はございません。 

 続きまして、６０３ページをお開きください。有

価証券でございます。上から３つ目の株式会社エフ

エムたじまに５００万円の現在高があり、前年度か

らの増減はございません。 

 秘書広報課は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 経営企画課、真狩課長。 

○経営企画課長（真狩 直哉） 経営企画課分につい

て説明させていただきます。 

 ９９ページをご覧ください。一番下の事業、戦略

的政策評価事業費です。１０４万３，６８４円を支

出いたしました。内容につきましては、政策モニタ

リング調査、まちづくり市民アンケートの実施です。

なお、昨年度と比べまして６０万円弱減額となって

おりますが、毎年行っておりました戦略体系図作成

の研修、これにつきましては、令和５年度について

は行っておりません。 

 続きまして、１０９ページをご覧ください。企画

調整費です。経営企画課分は３，３６４万３０７円

というふうになります。このうちの多くは但馬広域

行政事務組合への負担金ということになります。そ

の他には、定住自立圏構想や国県要望に係る事務費

等ということになっております。 

 続きまして、１１３ページをご覧ください。上か

ら７行目、地方創生推進費７５万７，７４０円です。

これは地方創生戦略会議の開催等に係る費用です。 

 １６７ページをご覧ください。一番上の事業、企

業版ふるさと納税獲得推進事業費、１０２万８，１

９７円のうち経営企画課分は２４万４，６００円で

す。企業版ふるさと納税の獲得を推進するため、本

市の地方創生事業を紹介するパンフレットの作成

を行いました。 

 歳出は以上となります。 

 続きまして、歳入です。 

 ４５ページをご覧ください。一番上の枠、国庫補

助金の地方創生推進交付金で、８，９１１万８８８

円です。令和５年度も個々の事業を、多様性を受け

入れ、支え合うリベラルなまちづくり事業、深さを

もった演劇のまちづくり事業、豊岡の基盤産業の強

化と支える人材の育成確保事業という、大きく３つ

の事業にくくりまして、対象経費の２分の１の交付

金を受けております。 

 次に、５５ページをご覧ください。上から３つ目

の枠、県補助金の躍動する兵庫応援事業費補助金１，

０８０万円です。この補助金は、令和４年度までの

ひょうご地域創生交付金に代わる補助金で、令和５

年度から令和７年度までの３年間が事業期間とな

っているものです。この補助金を充当しましたのは

市民視点の行政サービス向上事業としまして、キオ

スク端末の設置、支払いのキャッシュレス化、フロ

アマネジャーの配置、それから内発型産業育成事業

費としましてステップアップ支援補助金、この事業

に対して対象経費の３分の２の補助を受けていま

す。 
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 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ＤＸ・行財政改革推進課、

若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 歳出、

歳入の順に、主な事業について説明します。 

 まず、歳出です。９９ページをご覧ください。下

から２つ目の事業、行革推進事業費です。２０２３

年度は、第５次行財政改革大綱を策定するため、学

識経験者等で構成する委員会を５回開催しました。

費用弁償として市外在住の委員の旅費、それから別

ページに記載しておりますけれども、委員報酬１２

万９，６００円などの費用を支出しております。ま

た、この大綱の大きな柱、市民との共創によるまち

づくりのための職員研修を開催しました。記載の業

務委託料等を支出しております。 

 次に、１０３ページをご覧ください。中ほど、庁

舎管理費です。ページが替わりまして、１０５ペー

ジに移りますが、１０５ページの８行目の庁用備品

のうち６２０万６，２００円は、本庁舎１階、窓口

サービス課へのローカウンター、それから仕切りの

パネル、ロビー用の椅子等の設置費用です。 

 次に、１２５ページをご覧ください。下から２つ

目の事業、地域情報化推進事業費です。全庁的な情

報ネットワーク機器の保守費用や、市の庁舎とか学

校をつなぐ光ファイバー借り上げ料等を支出して

おります。金額はほぼ前年並みでございます。 

 次に、その下、行政情報化推進事業費です。多額

の事業ですので、本当に主なものだけ説明いたしま

す。支出の多くは情報システムの保守や更新の費用

です。例年と大きく異なるものは次の、１２７ペー

ジに行きまして、６行目、業務委託料、システム開

発業務のうちサーバー仮想化基盤等更新業務８，９

８７万円、その６行下、備品購入費、事業用備品の

うちサーバー室用無停電電源装置購入費、６，５７

８万円、同じ科目ですが、連続紙ページプリンター

購入費、１，０７８万円などです。また、システム

開発業務委託料の中には、自治体情報システム標準

化のための文字同定業務委託料３５９万３，７００

円なども支出しております。 

 次に、その下、ＤＸ推進事業費です。ＤＸ・行財

政改革推進課の支出は、アドバイザーの委託料等で

す。 

 次に、その下、行政情報化推進事業費の繰越明許

分です。住民記録や税等の、いわゆる基幹業務シス

テムの機器更新及びバージョンアップの費用です。 

 次に、１２９ページをご覧ください。一番上の事

業、ＤＸ推進費の繰越明許分です。立野庁舎と日高

庁舎に情報系の無線ＬＡＮのアクセスポイントを

設置した費用です。 

 次に、１６３ページをご覧ください。一番上の事

業、豊岡スマートコミュニティ推進事業費です。豊

岡スマートコミュニティ推進機構への負担金１０

０万円などを支出しました。 

 次に、その２つ下の事業、地域おこし協力隊推進

事業費です。業務委託料のうち５５０万７，６２９

円を豊岡スマートコミュニティ推進機構の事業に

従事する地域おこし協力隊２人に支出しました。 

 次に、歳入です。５９ページをご覧ください。中

ほど、不用物品売払い収入のうち、６１万７，７３

８円は、使用済みのパソコン等を売却したことによ

る収入です。 

 次に、６１ページをご覧ください。下から６つ目、

一般寄附金のうち１００万円は、豊岡ライオンズク

ラブ様から窓口サービスの充実関係で頂いたもの

です。 

 次に、７９ページをご覧ください。上から４つ目、

デジタル基盤改革支援補助金です。自治体情報シス

テム標準化に関する事業の財源です。この補助金は

地方公共団体情報システム機構からのものである

ため、雑入で計上しています。 

 私の説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 資産活用課、植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 私のほうからは、資

産活用課の分の決算書について説明のほうをさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、歳出からで、決算書の１０７ページをお開

きください。真ん中辺りの財産管理費です。財産管

理費の７行目に手数料が５５５万円ほどあります。
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このうち４７０万円ほどが資産活用課分で、内容と

しましては、閉校となりました学校跡地等の普通財

産の売却等に向けた不動産鑑定の手数料、それから

不用物品の売却に係りますオークションに係る手

数料、それから普通財産における危険木となった立

木の伐採の手数料などで支出をしております。 

 次に、下から７行目に業務委託料が７７０万円ほ

どあります。このうち５００万円ほどが資産活用課

分で、普通財産の売却に向けた測量業務、それから

調査業務、また未利用財産の効率的な売却を行うた

めに宅地建物事業者に業務の一部を委託しており

ます売却支援業務で支出のほうをしております。 

 次に、１０７ページの一番下から１０９ページの

一番上にかけてですけども、解体工事費として７６

０万円ほどあります。これは、危険な建物となって

いました普通財産である旧伊木住宅と、それから旧

三方農協の集出荷場を解体したことによる支出と

なっています。 

 次に、１０９ページの上から４行目に供託金とし

て６１万円ほどの支出があります。これにつきまし

ては、２０２２年度もありましたけども、市が借り

ている土地でその貸主の方が亡くなられまして、そ

の賃借料の支払い先がちょっと確定しない、要は相

続人が決定するまでの間、その応分の金額を神戸地

方法務局に供託金として支出をしております。 

 次に、その下の公共施設包括管理事業費、５２万

５，０００円ほどについてです。これは、今年度４

月から導入しております公共施設の包括管理業務

について、導入までの準備の経費として事業者さん

への説明会をするための郵送代や、新たに包括管理

の事務所として委託業者のほうが使っていますの

で、そこの内線電話の開設などに支出をしたもので

す。 

 次に、飛びまして、４２１ページをお願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） ちょっと待ってください。

すみません。 

 お待たせしました。 

○資産活用課長（植田 孝志） ４２１ページに土地

取得費というのが下のほうにあります。土地取得費

で２，３９１万８，０００円があります。これにつ

きましては、日高町竹貫の太陽光発電の収益により、

毎年度土地開発基金から土地を買い戻しておりま

して、今回この金額によりまして１，６０６平米買

い戻すことができましたので、２０２３年度末で約

６２％の買戻しができたということになります。 

 続きまして、歳入です。すみません、戻っていた

だいて、５９ページお願いします。５９ページの真

ん中より少し上に土地売払い収入というのがあり

まして、これが３，３３２万円ほどありますが、こ

のうち資産活用課所管分は２，７００万円ほどで、

出石町の材木、それから城崎町桃島などの未利用地

を売却しております。 

 それから、その２つ下に、不用物品の売払い収入

が６０６万円ほどありますけども、このうち資産活

用課分につきましては５００万円ほどで、これにつ

きましては、インターネットの公有財産売却により

まして、消防車や救急車、それからマイクロバスな

どを売却したものです。 

 次に、６３ページの下から３つ目のところに太陽

光発電事業特別会計繰入金というのが４，０７０万

９，０００円ございますけども、このうち２，３９

１万８，０００円が資産活用課分で、先ほど説明い

たしました太陽光発電の収益を土地開発基金から

の土地の取得に充てているものです。 

 続きまして、財産調書について説明させていただ

きますので、すみません、飛びまして、５８８ペー

ジです。 

○分科会長（岡本 昭治） どうぞ。 

○資産活用課長（植田 孝志） まず、行政財産の土

地につきましては、５８８ページの真ん中辺りの小

計欄になります。決算年度中に１万６，０６１平米

の減となっております。これらの内訳につきまして

は、５９０ページから５９１ページに記載をしてお

りますので、またご覧いただきたいと思います。 

 続きまして、行政財産の建物につきましては、次

の５８９ページです。５８９ページの中段にありま

す木造の延べ面積が一番左側に記載しております

２，２７２平米、それから、非木造の建物が、そこ
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から３行右側で５，９２５平米、それぞれ決算年度

中に減となっております。これらの内訳につきまし

ても５９２ページから５９５ページに記載をして

おりますので、またご覧いただきたいと思います。 

 次に、普通財産の土地につきましては、戻ってい

ただいて５８８ページの下から２段目の小計欄に

なります。決算年度中に５万３，６６９平米の増と

なっております。建物につきましては、５８９ペー

ジの下から２段目、一番左側に記載の木造の延べ面

積が１，７４１平米、また非木造がその３行右隣で

６，６１５平米、それぞれ決算年度中に増となって

おります。これらの内訳につきましても５９６ペー

ジから６０１ページに記載をしております。 

 これらの中で資産活用課分につきましては、５９

６ページから５９７ページの普通財産の土地につ

いて、まずご覧ください。一つ一つ説明はしません

けども、宅地のところで一番上の京町住宅用地ほか

６件を民間へ売却、それから真ん中辺りに城崎二見

空き地ほか３件を所管替えなどにより、合計１，０

２８平米の減となっています。 

 次に、雑種地です。雑種地は、宅地から下のほう

に下りていただいて、そこの一番上に書いてありま

す旧三菱金属貯鉱場跡地ほか１件を民間へ売却、そ

れから、真ん中辺りに旧大森小学校グラウンドほか

３件の地積更正などにより合計２，９３４平米の減

となっています。 

 建物につきましては、次、６００ページをご覧く

ださい。６００ページの木造で、下から６行目に旧

倉品邸というものがあります。これにつきましては、

民間に売却により減となっております。それから、

下から５行目から７行目に伊木住宅、それから旧三

方農協集出荷場は解体により、計５０６平米の減と

なっております。 

 最後に、基金についてです。６０７ページをご覧

ください。資産活用課分につきましては、下から９

行目の土地開発基金です。年度末の残高については

記載のとおりですので、ご覧ください。 

 また、次のページ、６０８ページの最下段には不

動産の土地開発基金の動きということで、土地の動

きが記載してございますので、ご覧いただきたいと

思います。 

 資産活用課からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 危機管理課、木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） 歳出からご説明させ

ていただきます。 

 ３３７ページをご覧ください。一番下、非常備消

防費の人件費、委員報酬、消防団員とあります。こ

ちらの決算額、１億３０万５，０００円で、前年度

と比較しまして３，４２８万２，４００円の増額と

なっております。これにつきましては、２０２３年

度から消防団員の処遇改善のために分団長以下の

階級の団員の年額報酬を１人当たり１万３，５００

円増額した結果でございます。また、処遇改善とい

たしまして、併せて出動報酬の単価の増額のほうも

行っております。 

 続きまして、３３９ページをご覧ください。真ん

中辺りの事業、非常備消防事業費です。決算額８，

７９１万５，４８７円、こちら、前年に比べまして

１億１，１３６万２，７９６円の減となっておりま

す。この減の主な理由、２点ございまして、このペ

ージの一番下、補修工事費、これと次のページの撤

去工事費というのがございます。こちら合わせて５

０６万３，３００円となりますが、２０２２年度に

つきましては、消防車庫の新設３か所あったものが、

改修１か所、撤去３か所といったことで、こちらの

ほうで４，９８０万７，０００円の減になったとい

うとこがございます。 

 また、例年ですと、事業用備品といたしまして、

消防ポンプ車等の更新に係る費用のほうを決算書

に計上されるところでございますが、２０２３年度

につきましては、消防ポンプ車、小型動力ポンプ積

載車の更新に係る費用が、こちらに上がっておりま

せん。２０２３年度につきましては、消防ポンプ車

２台と小型動力ポンプ積載車２台、こちらを更新す

るために６，３９６万３，０００円で契約をしたと

ころですが、消防車両のシャシーの入荷が大きく遅

れたために、この事業のほう、２０２４年度のほう

に繰越しをしたということから、決算書には掲載さ
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れておりません。入荷の遅れておりましたシャシー

も納入されておりまして、契約期間であります１１

月末までには納入される予定でございます。 

 歳出につきましては以上です。 

 続いて、歳入です。８７ページをご覧ください。

８７ページ真ん中から少し上くらいになります。消

防防災設備整備事業債６，０９０万円のうち危機管

理課分が３，３１０万円、こちらのほう、前年に比

べまして１億３８０万円の減となっております。こ

ちらは、歳出でも説明させていただきましたとおり、

消防ポンプ自動車等の更新が繰越事業になったこ

と、また、消防車庫の新設がなかったことによるも

のでございます。 

 危機管理課からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 税務課、中奥課長。 

○税務課長（中奥  実） では、歳出から説明させ

ていただきます。１０７ページをお願いします。中

段の財産管理費税務課分ですが、手数料のうち２７

万６，１００円及び、次の１０９ページの土地購入

費４１万４，７８８円は、豊岡市ふれあいセンター

の不動産鑑定費及び土地購入費となります。 

 続きまして、１３９ページをお願いします。備考

欄下段の還付金及び返納金３，６８１万７，７７３

円ですが、前年から比べ８３０万５，８００円の減

となりました。 

 続きまして、１６９ページをお願いします。２項

目め、賦課徴収事務費は、納税通知書の作成、発送

に係る経費や賦課徴収に係る各種システム管理な

どの経費です。そのうち業務委託料については、特

別徴収税額通知の電子化に係る機関システムの改

修業務や相続人調査管理システムの導入等を行っ

ております。 

 １７１ページをお願いします。固定資産税評価替

事業費につきましては、令和６年度評価替えに向け

た作業に係るもので、内容は、評価替え関連の土地

鑑定評価と標準宅地の事前修正によるものです。 

 歳出は以上です。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。２

０ページ、２１ページをご覧ください。市税全体で

調定額は１０３億３１３万６９５円で、対前年度９

７５万８，２３２円の減となります。収入済額は９

９億８，９７０万７，９７０円で、対前年度２，２

８８万８，５９６円の増となりました。徴収率につ

きましては９７％で、前年度に対して０．３％の増

となり、昨年に引き続き、合併後、最高の率となっ

ております。不納欠損額は４，６４２万１，３７３

円で、対前年度３，１９３万３，３７９円の増です。

収入未済額は２億６，７００万１，３５２円で、対

前年度は６，４５８万２０７円の減となっておりま

す。 

 続きまして、主な税目の収入済額ですが、個人市

民税は３４億７，３８１万８１３円で、対前年度０．

６％の増。法人市民税は５億６，０６５万１，８１

０円で、対前年度３．３％の減。固定資産税は４９

億５，９９７万３４１円で、対前年度０．４％の増。

軽自動車税は３億４，４００万４，８６７円で、対

前年度１．９％の増。市たばこ税は５億５，４３９

万６，０１５円で、対前年度１．４％の減です。 

 次のページ、２２、２３ページをお願いします。

入湯税は９，６６３万５，５００円で、対前年度３．

３％の増となりました。その下、都市計画税につき

ましては、平成２１年度から廃止しており、未納と

なっている滞納繰越分２３万８，６２４円を収入し

ております。 

 続きまして、３５ページをお願いします。真ん中

やや上、徴収手数料をご覧ください。市税督促手数

料１７２万９２０円は、前年から４万２，５６１円

の増。税務関係閲覧手数料は１４万１００円のうち

税務課分は７万３００円。その下、税務証明手数料

は２８０万１，６００円のうち税務課分は１８３万

１，７００円となっております。 

 続きまして、５５ページをお願いします。真ん中

やや上、県民税徴収委託金１億２，４８５万５，５

５５円ですが、前年度に比べ３０６万１，９４６円

の減となっております。 

 続きまして、６７ページをお願いします。上から

９項目め、延滞金です。諸税滞納延滞金４９９万７，

３０２円ですが、前年に比べ５１２万３，６１０円
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の減となっております。 

 ６９ページをお願いします。真ん中やや下、滞納

処分費５０万３，６６０円ですが、前年に比べ２万

９，８４０円の減となっております。これは公売を

行うために必要な不動産の鑑定費用やインターネ

ット公売の手数料が主なものとなっております。 

 最後に、６０６ページをお願いします。財産に関

する調書の債権の一番上です。個人市民税は、毎年

特別徴収の４、５月分は前年度に請求しますが、収

入自体は翌年度となりますので、２か月分を債権と

して計上しております。決算年度末の現在高は４億

３，８０８万７，０００円です。 

 税務課からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） それでは、歳出から

ご説明させていただきます。３３３ページをお開き

ください。常備消防費についてご説明いたします。

中段にあります職員研修費につきましては、兵庫県

消防学校に新規採用２名分の研修をはじめ、各専科

教育に職員を研修派遣しており、それらの学校入校

に係る旅費、教材費、負担金などの経費でございま

す。決算といたしましては、前年度と比べまして３

４５万円の減額の２３７万９，５１０円となったも

のでございますが、これは前年度の新規採用者６名

に対して４名減員の２名となったことが主な要因

でございます。 

 次に、その下にあります一般管理費でございます

が、消耗品は、先ほど申し上げました新規採用者の

減員に伴い、貸与いたします防火服や制服の職員被

服が主なもので、前年度と比べまして２２６万円の

減額となり、４７０万８，０７２円となったもので

ございます。 

 次に、３３５ページをお開きください。中段にあ

ります高度救急活動事業費についてご説明いたし

ます。２行下にあります特別旅費につきましては、

救急救命士を養成します兵庫県消防学校の養成課

程入校者を２名から１名に減員したことに伴うも

ので、約６０万円減額の５４万４００円、さらに、

８行下にあります負担金の救急救命養成研修につ

きましても減員した関係で、約１７６万円減額の２

４９万３，６００円となったものでございます。決

算といたしましては、前年度と比べまして、約４８

７万円の減額、８４９万５，９９６円となったもの

でございます。 

 次に、その下にあります消防装備管理費でござい

ますが、下から１行目の消耗品費につきましては、

更新計画に基づいて消防ホースを購入したものが

主なものでございます。 

 次に、３３７ページをお開きください。上から７

行目の事業用備品につきましては、消防施設整備計

画に基づき、豊岡消防署に救命ボートを１艇と、更

新計画に基づいて、高気圧空気容器を購入整備した

ものが主なものでございます。 

 次に、その下にあります情報通信設備管理費でご

ざいますが、消防指令センターの１１９番受信に係

ります機器保守や消防救急デジタル無線を適切に

維持管理するための定期的な点検が主なものでご

ざいます。 

 ７行下の保守点検委託料につきましては、２０２

２年度に消防指令センターを更新し、契約上、更新

の初年度につきましては、瑕疵担保期間となり、保

守料が不要となっておりましたが、２０２３年度か

ら保守料１，５２９万円を増額、消防救急デジタル

無線に係る保守点検の委託料４３５万円と合わせ

て、１，９６３万６，０００円となったものでござ

います。 

 次に、その下にあります消防庁舎管理費でござい

ますが、光熱費につきましては、電気料金の高騰を

見込み、対応を図っておりましたが、国の施策によ

り、電気料金の高騰が抑えられたことから、約１３

９万円減額の８０１万４，６３６円となりました。 

 次に、事業所の修繕料につきましては、豊岡消防

署の非常用自家発電設備の蓄電池の更新を行いま

して、修理費用としまして１０７万８，０００円を

支出、また、庁舎竣工から３４年経過している本部

庁舎の会議室のタイルカーペットの張り替えを行

いまして、修理費用としまして７１万４，７８０円

を支出しているものが主なものでございます。 
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 続きまして、３４１ページをお開きください。上

から１１行目にあります消防施設費の城崎分署消

防設備・施設整備事業費についてご説明いたします。

これは、城崎分署に配備しております高規格救急自

動車を消防施設整備計画に基づき、更新整備したも

のでございます。整備費用は４，０００万１，５４

９円でございます。 

 続きまして、３４５ページをお開きください。下

から１０行目にあります災害対策費の能登半島地

震支援事業費についてご説明いたします。事業費全

体の４６４万９，５３２円のうち３９１万５，３０

６円が消防本部所管分となります。主な内訳としま

しては、特別旅費につきましては、災害現場へ派遣

する職員、また、兵庫県大隊の後方支援本部が置か

れました神戸市消防局に出向する職員の日当や宿

泊料。消耗品につきましては、活動に係ります感染

防止着や現場活動用の資機材の整備費用。燃料費に

つきましては、能登半島までの燃料費となっており

ます。 

 次に、歳入のご説明をいたします。戻っていただ

きまして、３７ページをお開きください。中段にあ

ります消防手数料の危険物申請手数料につきまし

ては、前年度は５８件の７４万２，０００円の収入

でございましたが、件数的には１件増の５９件とな

り、６７万４，２５０円となり、前年度と比較しま

すと、件数は増加しましたが、金額的には６万７，

７５０円の減額となりました。この収入源の要因に

つきましては、危険物施設の施設数は近年減少傾向

にありまして、新たな設置許可の申請件数が減少し

たことが減収につながったものと考えております。 

 次に、３９ページをお開きください。中段にあり

ます消防費国庫負担金の緊急消防援助隊活動費負

担金につきましては、能登半島地震における緊急消

防援助隊の活動負担金でございます。派遣職員の人

件費や活動における経費が全額国費負担とされた

ものです。国費対応が年度をまたがることから、令

和５年分として一部の人件費２７万７１円が歳入

措置されたものです。 

 次に、７３ページをお開きください。上から１０

行目にあります受託料のトンネル非常警報盤管理

につきましては、前年度同様に市内３か所のトンネ

ルに設置されています押しボタン式通報装置の管

理委託業務として１１５万８，０００円を収入いた

しております。 

 続きまして、７７ページをお開きください。１行

目にあります講習等負担金の防火管理者資格取得

講習受講料につきましては、防火管理者の資格取得

講習の受講者１２５名分の受講料として５４万円

を収入いたしております。 

 最後に、８７ページをお開きください。中ほどの

少し下にあります消防防災施設整備事業債の高規

格救急自動車につきましては、城崎分署の高規格救

急自動車を３，９８０万円で更新したものでござい

ます。これにつきましては、緊急防災減災事業債を

活用して整備をいたしております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 説明は全て終わりました。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開を１０時４

５分。 

午前１０時３１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３８分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、おそろいなの

で、休憩前に引き続き分科会を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ＤＸ関係のことで、市民課の

ところを、窓口とかをＤＸ対応にされた中で、利用

者の便利さみたいな、調査みたいなことはされたの

かどうかお聞きします。 

 それから、もう１個、消防のほうで３３５ページ

だったかな、隊員を６名募集したけれども２名だっ

て、マイナス４名だということだった。たしか消防

団員って増やしたようなことを前聞いたことがあ

ったんですけども、そこら辺、今回は不足してるけ

ども、また再募集されるのかどうか、またそこら辺

のことをお聞かせください。 
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○分科会長（岡本 昭治） ＤＸ・行財政改革推進課、

若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ＤＸ推

進課では調査はいたしておりません。この事業、窓

口サービス課と共同実施しているものですから、恐

らく窓口サービス課では、何らかのことをしている

んだろうと思います。ただ、調査ではないんですけ

れども、利用された方からは２つ直接意見をお聞き

しました。１つは、以前、マイナンバーカードを持

って役所に行ったけど印鑑証明が取れなかったが、

今は、キオスク端末があるのでそれが取れる。もう

一つは、やっぱり名前で呼ばれないのは非常にあり

がたいということでした。 

 私からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 職員採用の人数につ

いてお聞きになられたことにつきましてお答えさ

せていただきます。 

 ２名のこのときにつきましては、条例改正前の人

数ですので、退職者の補充の２名をさせていただい

ておりまして、本年度は８名採用させていただいて、

増員分のほうを採用させていただいているのが現

状でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ありがとうございます。 

 ＤＸのとこでは、そういうシステムのことについ

てはＤＸ、実際動いてるのは窓口のほうだと思うん

ですけども、そこでの密な連携っていうんですか、

それは必要だと思うんですけど、それはされてると

いうことですね、じゃあ。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） はい、

連携は常に取っております。課長間同士のコミュニ

ケーションもしておりますし、この４月の人事異動

で、ＤＸ推進課でそれを担当していた職員が窓口サ

ービス課に異動したものですから、その観点からも

十分連携は取れているというふうに認識しており

ます。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 了解しました。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかに質問ありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） 何点かちょっと確認をさせて

ください。 

 どこだったかな、ページ数が違うか分かりません

けど、５９６ページの京町の住宅６件売却とかのそ

の辺いろいろと売却をされたとか、倉品邸か、その

辺の詳細をちょっと教えていただければと思いま

す。それがまず１点と、そして消防本部のほうです。

高度救急の救急車、先ほどちょっと休憩時間に聞い

たんですけど、確認のためにもう一度説明をお願い

したいのと、そして、消防ホースの更新も言ってお

られましたけど、この消防本部の更新のスパンです

ね、救急車も含めて、何年でどれぐらいの頻度で交

換されるか、その基準で結構ですので、教えていた

だきたいと。 

 そして、能登半島のほうで出向された、お手伝い

とかいうことで行かれとるんですけど、これ何人、

何日間ぐらい行かれたか、それも教えていただきた

い。 

 そして、７３ページだったと思いますけど、トン

ネルの非常警報装置３か所ということですけど、ど

こに設置してあるかということもちょっとお聞き

したいと思います。この非常警報装置の更新時期も

教えていただければと思います。取りあえずその分

でお願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 資産活用課、植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 先ほどのご質問につ

いて、決算書の５９６ページを改めてご覧いただけ

ますでしょうか。 

 先ほどの説明で計６件ということを言いました

けども、その宅地のところで一番上に、京町住宅用

地が１件、その下に旧産業会館用地が２件目、その

下に旧倉品邸というのがありまして、これが３件目、

その下の旧豊岡北警察署長官舎用地が４件目、それ

から国道４２６号の残地が５件目、正法寺住宅用地

というのが６件目、この６件の宅地を民間へ売却し

たことによりまして、面積が減となったということ
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です。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 説明ありがとうございます。 

 この６件につきまして、これは個人に売却かどう

か、ちょっと含めてお願いします。 

 そして、売却の手続も含めて、あわせて説明お願

いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） それぞれ購入いただ

いたのは個人さんです。全て個人の方に売却をして

おります。 

 手続のほうにつきましては、先ほど決算のところ

でも少し触れましたけども、委託業務の中で効率的

な売却を行うために、宅地建物取引業者に売却支援

業務ということで委託をしてますので、その辺りで

お客さんを連れてきていただいたというものもこ

の中にはあります。また、別で、そういった委託業

務には関係なく、あくまでも個人さんが、例えば里

道が含まれてたとか、もともと豊岡市の土地の名義

が残ってたとか、といったものも中にはありますけ

ども、基本的にはそういった形で売れたと思ってお

ります。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） これは公告されとるんですね、

当然。公告はされとるんですね。 

○分科会長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 公告をしているかと

いうことですね。 

○委員（西田  真） はい。 

○資産活用課長（植田 孝志） 入札でする場合は、

まず公告をして売却のほうさせていただいており

ます。もしその入札で売れなかったものについても、

随時で手挙げをしていただけるというような形で

売却させていただいております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 公告された分で今回は６件で

すけど、それで、なかなか売れないというのも現実

的にはありますか。それはどうでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 公告してもずっと残

ってるところっていうのはずっと残ってまして、こ

れはもう以前からずっと売りに出してるところで

残ってるっていうのは、まだまだたくさんあります。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） その辺は単価的に見直したと

か、そういう減額したりとか、そういうので早く売

却するような方法とか、そういう考えはないんです

かね。 

○分科会長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 価格につきましては、

鑑定を取らせていただいて売却しておりますので、

何年か一定期間がたちましたら、時点修正というこ

とで、意見書取らせていただいて価格のほうは改め

させていただいてます。市のほうで売却する場合は、

正当な価格の場合はいいんですけども、例えばそれ

を減額するということになると、また議会の議決も

要するということも出てきますので、今後、これが

ずっと残ってくるということになってきますと、そ

の辺りのことも考えながら早く未利用資産の売却

のほうも進めていきたいなというふうには考えて

おります。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） なるべく塩漬け的なもんは、

その辺価格も含めて、相場的なもんで当然なってく

るんでしょうけど、その辺も含めて、早く手を放す

ような格好で売却するような方法で考えていただ

ければと思いますので、今後よろしくお願いしたい

と思います。 

○資産活用課長（植田 孝志） ありがとうございま

す。 

○委員（西田  真） よろしくお願いします。 

 消防のほうをお願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、田中部参事。 

○消防本部参事（田中 陽一） 先ほど４点のことに

ついてご質問をいただきました。まず、救急車の更

新の時期についてでございます。これは、おおむね

１０年をめどに救急車は更新をさせていただいて

おります。今回の城崎の救急車につきましては、１
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２年の更新で走行距離が１５万キロというところ

で更新をさせていただいております。 

 次に、消防ホースの更新につきましてです。これ

については、当消防本部では２０年をめどに更新を

しておるところですけども、１０年以上になった場

合のホースの管理につきましては、半年に一度、水

を通して穴が空いてないか、または耐圧試験を通し

て、しっかり使えるものかと、現場に使えるものか

というふうにして管理をしておるところでござい

ます。 

 ３点目に、能登半島地震に伴う派遣の人員につい

てお聞きをいただきました。１月１５日から２月２

１日までの間、１９隊５０名、この職員を被災地に

派遣をしております。 

 さらに非常警報設備のことについてお聞きいた

だきました。これにつきましては、蘇武トンネル、

城山、浅倉トンネル、豊岡病院に続く戸辺羅山トン

ネル、この４つのトンネルにつきまして、ボタン式

の通報装置がトンネル内にあるんですけども、これ

の通報装置のモニター盤を当消防本部の指令セン

ターに設けております。ここで通報、発信があった

場合は、すぐに当消防本部の指令センターのモニタ

ーに通じる。そして、それが出た場合は、この発信

と同時に各地同時で消防車、救助工作車、救急車を

同時にそのトンネルに出動させるというようなシ

ステムを豊岡土木事務所、但馬県民局長と委託契約

を結んでおるというところで、先ほど委員のほうか

ら更新の時期ということもあったんですけども、こ

の更新の時期についてはちょっと、現時点分かりか

ねるところでございます。あと、点検については年

に１回、業者とともにトンネルと指令センターに分

かれて点検をしておるところでございます。 

 すみません、冒頭に１点、救急車の更新がおおむ

ね１０年と申しました。あと、ポンプ車については

１５年をおおむねめど、はしご車については２０年

をめどとして更新をしております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） いろいろとありがとうござい

ます。 

 救急車のほうで、実際には１２年の１５万キロと

いうことで、基本は１０年ということでお聞きしま

した。年数もそうでしょうし、頻度も毎日何回も使

われてますんで、そういう頻度的なもんもあると思

いますけど、この基準にとらわれず、常に使用が可

能な状態で、更新もこの１０年にとらわれず、日々

の点検で更新をされたらいいかと思いますので、そ

の辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 そして、能登半島の１９隊５０名ということで、

長い期間、本当にご苦労さまでございました。 

 そして、トンネルの非常警報装置なんですけど、

これ３か所だけなんですか、設置は。新たにこの年

度で設置したのが３か所ということなんでしょう

か。その辺も含めて説明をお願いします。 

○消防本部参事（田中 陽一） 豊岡土木事務所、但

馬県民局長と委託の契約を結んでいるのが３か所

ということで、あと、例えば登尾トンネルだったり、

ほかのトンネルだったり、非常警報設備で押すと、

こちらのほうに入ってくるというような、はい。 

○委員（西田  真） 分かりました。実際にそうい

う事例ってあったんでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 田中部参事。 

○消防本部参事（田中 陽一） 実際に警報設備、通

報設備が鳴らされて出動しておることはあります。 

○委員（西田  真） ありがとうございます。 

 あと、ちょっとページ数は忘れた、多分同じよう

なところのページ数だったと思うんですけど、いろ

んな、どういいますか、研修とか講習とかされとる

と思いますけど、救急救命士とか、その辺とはいろ

いろと資格もあると思うんですけど、どれぐらいの

感じでそういう、どういいますか、研修とか講習を

受けさせていっとるんでしょうか。救急救命士です

か、そういう資格を持っておられる方はどれぐらい

隊員の中におられるかもちょっと含めてお知らせ

いただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 研修につきましては、

先ほど冒頭に申し上げました、初任科、初めて採用
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された職員につきましては、４月から１０月までの

６か月間は、それは毎年入った職員は受けておりま

す。救急救命士の試験につきましても、今度は７か

月間、消防学校のほうに入って、国家試験のほうを

受けるために学校のほうには入校させていただい

ております。そのほかの研修につきましては、初任

教育が終わった今１０月から、あと残りの３月末ま

でに長い期間で１か月から短いので１週間で、それ

ぞれの課程で入校をさせてる状態です。救急救命士

につきましては、現在３９名となっております。こ

の３９名が実際に救急車に乗って出る救命士の数

としております。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 研修、４月から１０月の６か

月というのは大卒の関係で、高卒は１年間だったの

ではないでしょうか、その辺お願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 消防に関しましては、

大卒、高卒、専門卒関係なく一緒に一同に４月から

１０月までの研修、６か月間に入ることになってお

ります。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） これ、以前は違いましたね。

それがこうなったのはいつ頃からですかね。 

○分科会長（岡本 昭治） 中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 私の知る限りでは、

以前からずっと６か月で、警察とかは、入る期間が

違うのかなっていうふうに思います。消防は、私が

入ってからは、ちょっと６か月間で大卒も一緒なん

ですけども。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございます。私の

ちょっと勘違いかも分かりません。 

 救急救命士で３９名いうのは、どれぐらいの間隔

で増えていっとるんですかね。例えば入所されてか

ら初任研修はあるんですけど、救急救命士は、受け

たい、受けたくないとかいろいろと個人差はあると

は思うんですけど、普通の一般的な経験して、何年

ぐらいから救急救命士を受けれるような経験年数

になるんでしょうか。それは希望の年数だけですか、

希望者だけ。 

○分科会長（岡本 昭治） 中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 救急救命士につきま

しては、希望を取りまして、選考試験を実施しまし

て、その中で学科試験と、本年度からは実技のほう

の試験も見まして、それで選考しまして１名を学校

のほうに派遣するので、増やす人数と、もともと専

門学校、大学等で救急救命士の養成課程といいます

か、課程を卒業して採用される職員おりますので、

その人数も中に入れております。 

○委員（西田  真） 以上です。ありがとうござい

ました。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかにありませんでしょ

うか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） １点だけ。本会議で石田副委

員長も質問されたんですけど、臨時財政対策債につ

いてです。制度の趣旨からいったら、今回発行しな

かった理由っていうのが公債費の使用に影響する

というようなことで、それはよく分かるんでいいん

ですけども、制度の趣旨からいったら、そこに、そ

ういう使用に影響するもんをつくってる国のほう

が悪いんでね、本来は。それは置いといて、理屈が

合わないなと思ってね。要するに財政厳しい、厳し

い言いながらも、普通交付税の代替措置であるそれ

を発行しないっていうのはちょっと理屈が合わな

いなということがあるんで、そのことについてちょ

っと見解をお伺いしたいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 実は、実質公債費比率に

つきましては、去年まで気づかなかったことがあり

ます。非常に豊岡市、悪い状態でして、２０２２年

度を見ると、県下でワースト３、全国で見ると１，

７４１市区町村中、１，７１１位、ワースト３０と

いうことになります。実質公債費比率でいいますと、

実際は１８％を目安に考えてますけど、やはり実質

公債費悪いということは、結果として公債費、借金

を返す方向にお金がどうしても取られてしまう割



 17 

合が高いということです。我々としても、やっぱり

現状もそうですけど、将来のことも考えまして、バ

ランスを考えまして、ここは将来に負担を残さない

といったことで、今回、臨財債を発行しなかったと

いう、総合的に検討した結果だというふうに我々考

えてます。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） それもよく分かるんで、強く

は言いませんけども、過去、今回は１億二、三千万

ぐらいだと思いますけども、ちょっとずつ減ってき

て、去年が３億ぐらいやったかな、以前は１０億近

く該当してたんで、それなりの財源の必要性という

ことから発行されとって、今回は１億二、三千万ぐ

らいだから、いいかなという判断をされたというこ

となんですけども、ただ、一方で財政が厳しい、厳

しい言いながら、普通、いわゆる一般財源となる財

源をみすみす逃してしまうっていうのもいかがと

思いますんで、私。臨時財政対策債も制度を変えて

いただくよう国に要望するとか、いろんなところで

運動されるほうが理屈に合ってると思いますんで、

そういうこともまたご検討いただきたいと思いま

す。十分理解はしますけども、そうしないと、厳し

いって言いながらも、それをやめるっていうのはお

かしくなると思いますんで、よろしくお願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） よろしいですか。 

○委員（松井 正志） はい、いいです。 

○分科会長（岡本 昭治） そのほかありませんでし

ょうか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） もう２点ちょっとお聞きした

いんですけども、学校跡地の今、売却できてなかっ

たり、活用ができていなかったりするところをちょ

っと、それのところのできているところとできてい

ないところの全てをお願いします。 

 それから、ごめんなさい、さっき消防のとこでつ

いでに聞けばよかったんですけど、女性の消防隊員

の採用はありますでしょうか、その８人の中に。以

上お願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 資産活用課、植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 学校の跡地のことで、

今ご質問いただきました。 

 学校の跡地につきましては、２０２１年３月に奈

佐小学校と港西小学校が閉校になりまして、そこか

ら３年間でずっと２校ずつ閉校になってきており

ます。その中で、学校跡地のプロポーザルをして、

売却なり、利活用者を募集してる状況なんですけど

も、まず、奈佐小学校につきましては、委員もご存

じだと思うんですけど、一時使いたいという業者さ

んがおられたんですけども、結局そこを使わないと

いうことになりましたんで、一旦ちょっとやめてた

んですけども、またプロポーザルは再開しようと、

今手続をしてるところです。 

 港西小学校につきましては、現在、随時プロポー

ザルで利活用者を募集中です。 

 それから、竹野のほうの竹野南小学校につきまし

ては、今年度４月から民間での利活用ということで

１０年間貸付けを始めたところです。 

 それから、あと中竹野小学校につきましては、委

員の皆さんご存じだと思うんですけども、そこにつ

きましては、行政のほうで使うということで、今動

きをしているということです。 

 その後あったのが、日高のほうの静修小学校です

けども、静修小学校につきましては、今議会に議案

のほう提出させていただいてるんですけども、利活

用者の手挙げがありまして、１１月以降、こちらに

つきましても１０年間の貸付けということで、議案

のほう、ご議決いただければ、そういった手続を踏

んでいきたいというふうに思っております。 

 それから、あと但東のほうに高橋小学校があるん

ですけども、こちらにつきましても、現在としまし

ては、港西小学校と同じく、随時プロポーザルで利

活用者を募集しているところです。 

 それから最後に、寺坂小学校も閉校になりました

けども、そちらにつきましても、行政のほうの目的

で使っていくということで方針のほうは決まって

おります。 

 今の閉校の状況につきましては以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、中地部参事。 
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○消防本部参事（中地  修） 女性消防職員のこと

についてお尋ねがありました。そのことについてお

答えさせていただきます。 

 ２０２３年度、先ほどお話ししました２名につき

ましては、女性職員はおりません。１点、先ほど８

名と申し上げたんですが、訂正させていただきます。

２０２４年度、今現在、学校に行ってますのが９名

です。９名ですが、その９名の中にも女性の職員は

おりません。本年度、２０２５年度、来年度採用も

今９名を予定しておりますが、今は試験中ですので、

そこは分かりません。以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ありがとうございます。 

 ついでに、消防職員の女性の職員の方の応募がな

いということなんでしょうかね。 

○分科会長（岡本 昭治） 中地部参事。 

○消防本部参事（中地  修） 応募はないっていう

ことではなくて、応募はあります。あるんですけど

も、人数のほうはよろしいでしょうか。 

○委員（上田 伴子） はい、分かりました。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかにはありませんでし

ょうか。 

 ちょっとすみません、１点だけ、私、聞かせてい

ただきます。 

 地方自治体のシステムの統一化っていうのが、多

分国のほうで進んでるんじゃないかなと思います

けど、何か具体的なスケジュールっていうのが出て

きましたんでしょうか。簡単で結構ですので。 

 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） いわゆ

る自治体情報システムの標準化につきましては、２

０２５年度までと言われております。一方で現状で

すが、各システム業者さん、弊市は富士通さんです

けれども、各社さんとも手が回らないとお聞きして

おりまして、遅れるという情報が若干入ってきてお

ります。こちらで整理をし、その対応策についても

検討をした上で、次の議会なのか、ないしは１１月

の事務概要の説明のときなのかに、状況なり対応策

なりを説明させていただこうと思っているところ

です。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして、分科会審査の午前の部を終了

したいと思いますが、ここで委員の皆さん、当局職

員の皆さんから、何かありましたら発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ないようですので、明日

１８日水曜日の委員会審査は、午前９時３０分から

当委員会室で行いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、当局の皆さんは退席いただいて結構で

す。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開は午後１時。 

午前１１時０８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５５分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） それでは、皆さんおそろい

になりましたので、５分ほど早いですけども、委員

会を再開いたします。 

 委員の皆さん、並びに当局職員の皆さんは、質

疑・答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔・

明瞭に行っていただき、スムーズな議事進行にご協

力をお願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長・分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いし

ます。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 第７９号議案、令和５年度豊岡市管理会財産区特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 但東振興局地域振興課、道下課長。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 第７９号

議案、令和５年度豊岡市管理会財産区特別会計歳入

歳出決算の認定について説明します。決算書は５７
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３ページをご覧いただきたいと思います。 

○委員長（岡本 昭治） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 歳出から

説明いたします。５７３ページの右側、備考欄、人

件費５万４，１６０円は、管理会委員５名分の出役

報酬になります。その下、福祉基金利子分を積立金

とする財産管理費、合わせまして、歳出総額は５万

９，７７１円となりました。 

 また、歳入につきましては、これより前のページ、

５７１ページをご覧いただきたいと思います。右側、

備考欄、高橋財産区特別福祉基金利子でございます。

５，６１１円でございます。このほか、豊岡コウノ

トリ森林組合への出資配当金、前年度繰越金、預金

利子、合わせまして、歳入のほうは２００万６，７

００円となりました。 

 なお、決算書の巻末でございますが、６１０ペー

ジ、６１１ページでございます。こちらのほうに管

理会財産区の財産に関する調書を収載しておりま

す。令和５年度中、出資による権利に増減はなく、

また、高橋財産区特別福祉基金にも利子以外の増減

はございませんでした。 

 説明は以上になります。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第７９号議案は、認定すべきものと決定しま

した。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午後０時５９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時５９分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

 午前に引き続き、第７２号議案、令和５年度豊岡

市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 第７２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書等についてであり

ます。十分な質疑時間を確保するために、当局には、

新規事業や前年度から大きな変更のあった事業及

び主要事業等を主として説明いただくよう依頼し

ております。 

 当局の説明は、まず、人事課から全体の人件費を

含め説明いただき、その後、組織順で課ごとに、所

管に係る歳出、歳入、実質収支調書、財産調書等を

続けて説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後、一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） それでは、令和５年度一

般会計に係る人件費の決算についてご説明いたし

ます。説明につきましては、お配りしています令和

５年度決算、人件費の状況（一般会計）の資料に基

づきまして、特徴的なところをご説明いたします。 

 まず、職員給のうち基本給です。給料と扶養手当

で構成されており、前年度と比較し、４，１２７万

４，０００円の減額となっています。給料につきま

しては、昇給、昇格や人事院勧告による全体の平均

改定率１．１％のベースアップ等の増加要因があり

ましたが、定年退職による給料月額の減少や、育児

休業の取得による支給額の減少などにより、トータ

ルでは前年度比で１．３２％の減となりました。 

 なお、給料につきましては、フルタイム会計年度

任用職員の給料も含まれておりまして、パートタイ

ム会計年度任用職員については、報酬という形で支

給を行っております。 

 次に、その他の手当です。前年度と比較し、９０

５万３，０００円の増額となっています。主な増加

要因につきましては、期末勤勉手当について、令和

５年度の人事院勧告により、支給月数が０．１月、
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この分増加をいたしまして、４．５０月分に改定さ

れたことに伴い４，７３７万２，０００円の増額と

なっています。また、時間外勤務手当については２，

４３０万５，０００円の減額となっており、主な減

少要因としましては、選挙や新型コロナウイルスワ

クチン接種業務による特殊要因が減少したことに

よるものとなっております。 

 次に、会計年度任用職員報酬です。パートタイム

会計年度任用職員の報酬のほか、諸手当を含んでい

ます。前年度との比較で２，９８６万７，０００円

の増額となっています。主な要因としましては、報

酬額２，３１６万３，０００円の増加、令和５年度

の人事院勧告に伴う期末手当７３７万６，０００円

の増加によるものです。フルタイム会計年度任用職

員の減少を補うために、パートタイム会計年度任用

職員を増員したことをはじめ、臨時的な事業として、

ひとり親世帯臨時特別給付金、省エネ家電買換え補

助金、マイナンバー対応事務などの業務のための任

用が増えたことが要因となっています。 

 以上、職員給の合計は、前年度の比較で２３５万

４，０００円の減額となっています。 

 次に、共済組合負担金です。市町村職員共済組合、

学校共済組合への負担金を計上しておりまして、前

年度と比較して１，７３８万７，０００円の増額と

なっています。主な要因としましては、パートタイ

ム会計年度任用職員の負担金が増加したことが考

えられます。これにつきましては、パートタイム会

計年度任用職員が、令和４年１０月から共済組合に

加入しましたので、令和４年度中は、１０月から翌

年３月までの６か月分の負担金を支出しました。令

和５年度からは、年度当初４月から１２か月分の負

担金を支出しておりまして、この差が負担金の増加

につながったことによるものです。 

 次に、退職金です。退職手当組合への負担金で、

前年度と比較して４，２６０万１，０００円の減額

となっています。主な要因としましては、特別負担

金の対象となる退職者数が減少したことによるも

のです。 

 災害補償費につきましては、地方公務員災害補償

基金の負担金、消防団員の災害補償費で構成されて

おり、前年度と比較して３６万３，０００円の増額

となっています。 

 その他につきましては、委員報酬や会計年度任用

職員の社会保険料及び雇用保険料等で構成されて

おり、前年度と比較して１，５６１万２，０００円

の増額となっています。増加要因としましては、主

に消防団員の報酬、出動手当のアップにより、委員

報酬が３，４７４万４，０００円増額となったこと

や、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手

当の増額に伴う雇用保険料の増加などによるもの

です。減少要因としましては、令和４年１０月から

会計年度任用職員のパートタイム職員が共済組合

に加入したことに伴い、それまで加入していた全国

健康保険協会への健康保険料の支払いがなくなり、

けんぽ厚生年金保険料が３，０１１万円減少したこ

とが上げられます。 

 以上、一般職員等の合計は７５億７，９３５万９，

０００円で、前年度と比較して１，１５９万３，０

００円の減額となっています。 

 その下の項目、議員委員等報酬につきましては、

前年度と比較して６１８万９，０００円の減額とな

っています。 

 特別職給与につきましては、市長、副市長、教育

長の給料手当となりますが、前年度と比較し２１１

万９，０００円の増額となっています。これにつき

ましては、一般職と同様に、期末手当の支給率を０．

１０月分増加し、４．５０月分としたためとなって

おります。事業費支弁人件費は、前年度と比較し、

１７３万５，０００円の減額となっています。 

 以上、令和５年度の一般会計における人件費の総

額は８０億７，４２８万９，０００円で、前年度と

比較して１，７３９万８，０００円の減額となって

います。人件費の決算の説明につきましては以上で

す。 

 引き続きまして、人事課固有の歳入、歳出につい

てご説明いたします。 

 まず、歳出です。９７ページをお開きください。

中ほどに記載のあります人事給与費です。人事給与
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費につきましては、職員の勤務や労務管理のほか、

職員の人事及び給与に係るもので、前年度と比較し、

５９８万８，０２６円の増額となっています。主な

要因としましては、業務委託料に記載の統合型人事

情報システム等導入業務が、新規事業として４０１

万１，７００円の純増、同じく業務委託料に記載の

人事給与システム改修業務について、定年引上げ等

の対応により９４万６，０００円増額、そのほか積

雪による職員駐車場の除雪費用が６２万５，７９０

円増額したことによるものとなっております。 

 続きまして、同じく９９ページに記載のあります

福利厚生事業費です。福利厚生事業費につきまして

は、労働安全衛生法に基づく職場健診や福利厚生事

業の実施に係るもので、前年度と比較し、１３１万

５，９７０円の増額となっています。主な要因とし

ましては、業務委託料の職員健康診査業務、職員健

診の委託料になりますが、１４０万９，６８３円の

増額となったことです。これにつきましては、会計

年度任用職員が共済組合に加入して、初めて正規職

員と同様の成人病検診を受診することとなり、単価

が上昇し、費用が増加してるということになってお

ります。 

 次に、１１３ページに記載のありますキャリアデ

ザイン推進事業費です。キャリアデザイン推進事業

費につきましては、令和５年度の組織改編により、

ジェンダーギャップ対策室から人事課に所管が移

り、初年度となりました。キャリアデザイン推進事

業につきましては、令和５年３月に策定したキャリ

アデザイン後期アクションプランに基づきまして、

全ての職員が能力を発揮し、市民の暮らしを支えて

る姿の実現に向けて、職員の自律的なキャリア形成

支援や働きやすい職場風土の実現に向けた取組を

進めているところです。 

 決算につきましては、前年度と比べ４５４万７，

６６６円の減額となっています。主な要因としまし

ては、業務委託料のうち職場環境改善支援業務が、

前年度に比べ４０６万７，８００円の減額となって

おり、令和３年度から実施していました消防職員を

対象とした職場改善業務が終了したことによる減

少となっております。なお、令和５年度には、令和

４年度までの取組のフォローアップを目的とした

研修とハラスメントの外部相談窓口の設置を行っ

ているところです。 

 次に、歳入となります。主な項目について説明い

たします。 

 まず、７１ページをお開きください。備考欄の下

から８行目に記載の団体生命共済事務取扱手数料

につきましては、団体扱いとなっている各種保険に

係る取扱手数料となっております。同じく７３ペー

ジの中段に記載のある派遣職員給与費等負担金に

つきましては、北但行政事務組合のほか、５団体に

派遣をしています職員の給料等に係る負担金の受

入れ分となっておりまして、前年度と比較し、４５

６万５，７９２円の減額となっております。主な要

因ですが、前年度をもって兵庫県市長会への派遣が

終了したことに伴い、負担金収入の減少が生じてお

ります。 

 次に、７３ページの派遣職員給与費等負担金から

少し下に記載のあります受益者負担金の項目に記

載のある職員駐車場が人事課所管分となっており

ます。 

 続きまして、７７ページをご覧ください。備考欄

の上から１３行目に記載のある保険料本人負担金

９１８万２６２円のうち、８２４万２，１５８円が

人事課関係分となっております。これにつきまして

は、雇用保険料の支払いのため、毎月の給与から引

き去りする個人掛金を受けられるものとなってお

ります。 

 次に、７９ページをご覧ください。中段の少し上

に記載のある事業助成金の項目となりますが、安全

安心のまちづくり事業助成金につきましては、兵庫

県市町職員互助会からの助成金となっています。同

じく中段の少し下に記載のあります職員健康診査

助成金につきましては、職員健康診査の受診者に対

する市町村職員共済組合からの助成金です。 

 令和５年度の歳入額は６８０万９６９円で、前年

度に比べ２１９万８，７４０円増加しました。増加

要因につきましては、これまでからご説明しており
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ます会計年度任用職員が共済組合に加入し、共済組

合からの健診助成の対象者が増えたことによるも

のとなっております。 

 人事課からは、説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 総務課、太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） 失礼いたします。それで

は、総務課が所管いたします事務事業の決算につき

まして、前年度と比較して増減額が大きかったもの

を中心に説明をさせていただきます。 

 まず、歳出でございます。 

 決算書の９４ページ、９５ページをご覧ください。

よろしいでしょうか。９５ページの右上の一般管理

費でございます。一般管理費全体のうち、総務課分

の決算額は３，３１１万７，４２１円でございます。

ここでは、主に市広報等の文書の発送、入札契約事

務、法令関係事務など、行政事務の執行に必要な経

費や地区集会施設の整備に係る補助金などを執行

しております。前年度と比較いたしまして、約７０

０万円増額となっております。これは、本年４月か

ら運用を開始しております電子決裁及び文書管理

システムの導入に係る業務委託料、これが主な要因

であると考えております。 

 続きまして、１０２ページ、１０３ページをご覧

ください。１０３ページ、右側の真ん中辺りでござ

いますけども、庁舎管理費でございます。庁舎管理

費全体のうち、総務課分の決算額は１億２７８万８，

９４７円でございます。ここでは本庁舎及び豊岡稽

古堂の維持管理に必要な経費を執行しておりまし

て、前年度と比較して、約８６０万円の減額となっ

ております。 

 これは２０２３年、昨年ですけど、昨年の１０月

から本年の９月までの１年間の高圧電力の調達に

係る入札を実施いたしました結果、これまでより安

価となる新電力会社が落札したことによるもの。そ

れから、電気及びガス料金に対する国からの補助が

なされたことと併せまして、光熱水費が減額となっ

たことが主な要因であると考えておるところでご

ざいます。 

 ここで、ちょっと少し飛びまして、決算書の１７

６ページ、１７７ページをご覧ください。よろしい

でしょうか。１７７ページの右側、下から３つ目の

欄に、住宅・土地統計調査費でございます。本調査

は５年ごとに実施されます統計法に基づく国の基

幹統計調査の一つでありまして、住宅とそこに居住

する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態

を把握し、その現状と推移を明らかにすることを目

的としたものでございます。ここでは本調査に係る

事務費を、また、すぐ上段の人件費と書いてござい

ますけども、ここでは指導員及び調査員の報酬をそ

れぞれ支出しておりまして、財源は全額県からの委

託金を充当しているところでございます。 

 次に、少し今度も飛びまして、決算書の３４４ペ

ージ、３４５ページをご覧ください。よろしいでし

ょうか。３４５ページの右側の下の欄、能登半島地

震支援事業費でございます。この能登半島地震支援

事業費全体のうち、総務課分の決算額は４０万７，

２２６円でございます。ここでは、本年１月に発生

いたしました能登半島地震の被災地支援のための

職員派遣に係る必要経費が計上されておりまして、

総務課では安全靴ですとか、寝袋など、消耗品費、

あるいは被災地までの移動に係る公用車の燃料代

等を執行しているところでございます。 

 歳出に関しては以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。決算書、ちょっ

とお戻りいただきまして、５４ページ、５５ページ

をご覧ください。 

○分科会長（岡本 昭治） ちょっと待ってください、

すみません。ちょっとこっちが追いつけてなくて。 

 どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 大丈夫でしょうか。 

 ５５ページの右側下から８番目の欄です。下から

２行目、住宅・土地統計調査事務委託金でございま

すけども、先ほど歳出の際に説明をいたしました住

宅・土地統計調査費の財源として、兵庫県より収入

したものでございます。 

 総務課分の説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 地域づくり課、井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 私からは、地域づ
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くり課所管分のうち、人権多文化共生以外の事業に

ついて、主立ったものを説明いたします。 

 まず、歳出からです。 

 １２８、１２９ページをお願いいたします。中ほ

どの枠、市民プラザ管理費です。令和５年度は大規

模な修繕を行わなかったため、前年度と比較して、

約４，６７０万円の減額となっています。その下、

市民プラザ事業費ですが、６本の委託事業を市民プ

ラザで実施をしております。 

 続いて、１４５ページをお願いいたします。上か

ら５行目、地域コミュニティ推進事業費です。中ほ

どの業務委託料は、中間支援組織である一般社団法

人ちいきのてに対して１，３７５万円を支出してい

ます。委託の内容は、地域づくり計画策定に伴う支

援や組織運営に当たっての相談業務、会議・会計事

務などの実務の支援などです。 

 その少し下、交付金です。提案方式の地域コミュ

ニティ活動促進事業交付金と２９全ての地域コミ

ュニティ組織に対して交付するコミュニティづく

り交付金があり、合わせて１億３，９６９万５，１

６２円を交付しております。その下、コミュニティ

センター管理費ですが、通常の２９のコミュニティ

センター施設の管理費用と長寿命化工事に係る経

費になります。 

 次の１４７ページの中段から下ほどに記載して

おりますが、昨年度は日高地区コミュニティセンタ

ーの長寿命化工事を行いましたので、前年度と比較

して、総額で１億４，１００万円ほど増加をしてお

ります。 

 続いて、１５１ページをお願いいたします。中ほ

どより少し下になります、出会い機会創出事業費で

す。地方創生総合戦略の主要手段の一つ、結婚した

いと思う人が結婚できている、この状態を目指して、

出会い機会創出事業、はーとピーですとか、ボラン

ティア仲人養成事業、縁むすびさんなどを行ってお

り、これらに係る報償金や広告料を支出しています。 

 次に、１５３ページをお願いいたします。下から

４行目、定住推進事業費です。これは、移住定住に

係る補助金等の支援をまとめています。一番下の行

の定住促進事業費は、住宅改修、引っ越し、空き家

の清掃に係る補助金で、３４件を、次の１５５ペー

ジの移住促進支援事業費は、移住のための下見に係

る宿泊、航空運賃、レンタカーなどへの補助で、６

９件を、東京圏からの移住支援補助、コワーキング

スペース開設支援は、それぞれ１件を補助しており

ます。 

 続いて、１６３ページをお願いいたします。下の

ほうになります、地域おこし協力隊推進事業費です。

地域おこし協力隊につきましては、新規の隊員募集

や全体的な支援は、地域づくり課で行いますが、配

置した後は、各担当課での予算執行となります。昨

年度委嘱していた協力隊員は、全部で５４名になり

ます。そのうち１６名が地域づくり課分で、決算額

は記載額のうち７，６１５万７，１４７円となりま

す。 

 １６５ページですが、上から４行目、地域おこし

協力隊サポート業務につきましては、ちいきのてに

委託し、新規隊員の生活サポートや起業に関する相

談に乗っていただいています。中ほどの起業支援事

業費１，６１３万６，０００円は、１０名の隊員Ｏ

Ｂに対して、起業する際の補助金として交付をして

おります。その下、ＵＩターン推進事業費ですが、

中ほど下の業務委託料に記載していますように、移

住ポータルサイトの飛んでるローカル豊岡、ジョブ

ナビ豊岡、移住希望者への町案内を、土日も含めて

行う移住相談、仕事相談会の運営開催を継続して行

ったほか、都市部の男性と豊岡市の女性を対象に、

移住と結婚を掛け合わせたイベント運営の一部を

委託をしております。 

 ３８１ページをお願いいたします。一番上、はた

ちを祝う会事業費です。これまで成人の自覚を促す

という内容で行っておりましたが、昨年度は豊岡に

意識を向ける、Ｕターンにつながる機会にと、目的

を少し変更して実施をしました。具体的に、式典内

容のコンパクト化、専用ウェブページの開設による

情報の集約、発信、ＬＩＮＥによる申込みなどを新

たに行い、前年度に比べて約７８万円の増となって

おります。ＬＩＮＥ登録後、その後のお知らせを直
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接届けたり、式典後も飛んでるローカル豊岡などの

新着情報や若者向けのイベント情報を織り交ぜな

がら、Ｕターン就職の情報等を発信してまいってお

ります。 

 続きまして、歳入について主なものを説明いたし

ます。 

 決算書３１ページになります。上から６つ目の枠、

総務使用料の下から２つ目、コミュニティセンター

の使用料です。日高地区コミュニティセンターが長

寿命化により９か月間使用できなかったこと等に

より、前年度に比べて約１８５万円の減額となって

います。 

 続きまして、４５ページの上から２つ目の枠、地

方創生推進交付金ですが、ＵＩターン推進事業に合

わせて３９２万３，０００円を充当しています。 

 ４７ページをお願いします。下から３つ目の枠、

県補助金です。移住支援事業費補助金７５万円は、

東京からの移住者に対して、市が１名に１００万円

を補助しておりまして、そのうちの県負担分となり

ます。 

 ７９ページをお願いいたします。中ほどの事業助

成金のうち、移住・定住・交流推進支援事業助成金

２００万円ですが、先ほど歳出のところで説明しま

した移住と婚活の掛け合わせ事業に対して、一般財

団法人地域活性化センターから助成を受けており

ます。 

 ８３ページをお願いします。上から５つ目の枠の

中ほどでございますが、コミュニティセンターの整

備に対して、日高、高橋、それぞれ起債を充ててい

ます。 

 ８９ページをお願いいたします。一番下の欄、過

疎対策事業債です。記載されている額のうち、３，

４５０万円が地域づくり課分になります。これは、

城崎、竹野、但東地域のコミュニティづくり交付金、

それから活動促進事業交付金に充当しております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 多様性推進・ジェンダー

ギャップ対策課、木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 令和５年度地域づくり課人権多文化共生係が

所管していた事業と、ジェンダーギャップ対策室が

所管していた事業の決算について、主なものを説明

いたします。 

 まず、歳出です。 

 決算書１４６、１４７ページをご覧ください。初

めに、地域づくり課で所管していた地方創生推進事

業費の人件費、多文化共生推進事業費について説明

いたします。現在、約１，２００人の外国籍の方が

住んでおられ、２０２１年９月、多文化共生推進プ

ランを策定しまして、そのプランに基づいて、様々

な事業を実施しています。２０２３年度からは、外

国人相談窓口を拡充し、新たに雇用した多言語相談

員が通訳業務などに従事しており、その人件費が７

０万２７５円です。 

 次に、多文化共生推進事業費の主な内容ですが、

多文化共生推進会議によるプランのモニタリング

をはじめ、市民や窓口職員、保健師、保育士等を対

象とした様々な研修等の開催、外国人市民の交流事

業の実施、外国人支援団体による日本語教室の運営

業務に対する支援などに係る経費です。 

 主な費目として、報償金２２万４，８４０円は、

多文化共生推進会議のアドバイザー委員への謝礼、

外国人市民の日本語学習機会の充実を図るための

日本語学習ボランティア研修、通訳者、相談員研修

等の講師への謝礼などになっています。 

 １４９ページをご覧ください。一番上の業務委託

料です。こちらは、多文化交流サロンを開催してお

りまして、２つの外国人支援団体に委託した費用に

なっています。それから、補助金です。補助金、在

住外国人コミュニケーション支援事業５８０万円

につきましては、外国人支援団体２団体が開催して

いる日本語教室の開設運営業務に対して補助金を

交付したものです。昨年度は１，９００回以上の日

本語教室が開催され、日本語の学習に加え、ごみの

出し方や災害のことなど、生活に関することについ

ても教えていただいたり、相談に乗っていただいて

います。 

 次に、ジェンダーギャップ対策室が所管していた
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事業費について説明いたします。 

 同じく１４９ページです。まず、ワークイノベー

ション推進事業費です。こちらは、市内の事業所向

けの事業になっておりまして、その主な内容ですが、

若手従業員向けなどターゲット別のセミナーの開

催や、従業員意識調査、ワークイノベーション表彰

制度、あんしんカンパニー２０２３の実施などです。 

 主な費目では、報償金６１万１，６２５円は、表

彰制度の審査をお手伝いいただいた社会保険労務

士、税理士、中小企業診断士５名と学識経験者１名

の謝金やキャリア相談のメンターへの謝金などに

なっています。 

 次に、業務委託料４４３万３，０００円の内訳は、

女性マネジメント層、若手従業員向けの２種類のセ

ミナーを２回ずつ開催した経費と、ワークイノベー

ション推進会議でのセミナーの開催の経費、ワーク

イノベーション推進事業のアドバイザーの年間契

約委託料、それから従業員意識調査が１０社という

ことで、委託料を支払っております。 

 次に、ジェンダーギャップ解消推進事業費です。

こちらは、まち全体を対象としたジェンダーギャッ

プ解消推進事業を実施しておりまして、主な内容で

すが、市民委員による戦略のモニタリングをはじめ、

地域や家庭を対象とした啓発事業や女性向けの豊

岡みらいチャレンジ塾開催事業、昨年度、新規のジ

ェンダー等多様性をテーマにしたオリジナル絵本

の制作、家庭向けの「豊岡流／ラク家事・育児コミ

ュニケーションシート」作成などに係る経費です。 

 主な費目として、報償金１８８万１，２００円で

は、ジェンダー平等推進アドバイザーと、ジェンダ

ーに関する地域啓発推進アドバイザーへの謝金、そ

れから絵本制作ワークショップの講師の謝金、また、

戦略会議の委員への謝金となっております。 

 次に、手数料１５３万６，９７５円の内訳につき

ましては、絵本の原画制作手数料が１１０万円、家

庭向けのコミュニケーションシートの制作手数料

が４３万６，９７５円となっています。次に、業務

委託料２３０万４，５００円は、豊岡みらいチャレ

ンジ塾２０２３開催に関する委託料となっており

ます。 

 続いて、子育て中の女性の就労促進事業費です。

主な内容としましては、女性デジタルマーケティン

グ人材の育成と、女性起業家の育成、アイティ４階

ＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡ内のみらい応援Ｒｏ

ｏｍにおける女性の就労支援などに係る経費です。 

 主な費目として、報償金８０万８，４５０円は、

子育て女性向けの起業相談実施に伴うアドバイザ

ー謝金などです。業務委託料３４１万円につきまし

ては、デジタルマーケティング人材育成関連のオン

ライン形式と対面式の授業、復習会、インターンシ

ップなどに係る委託料となっております。 

 続きまして、歳入のほうに移ります。 

 ３８ページ、３９ページをご覧ください。総務費

国庫補助金の中の下から３分の１ぐらいですが、地

域女性活躍推進交付金３３３万５，０００円は、歳

出の子育て中の女性の就労促進事業の中の女性デ

ジタルマーケンティング人材の育成事業と、女性起

業家育成事業に対する交付金で、補助率は４分の３

となっています。 

 次に、４５ページをご覧ください。上から２段目、

デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進

交付金のうち、１１８万３，０００円につきまして

は地域づくり課所管の人件費と多文化共生推進事

業費に、５５７万４，０００円につきましてはワー

クイノベーション推進事業費などジェンダーギャ

ップ対策室所管の３つの事業費に交付されたもの

です。 

 次に、６１ページをご覧ください。総務費寄附金

のふるさと応援寄附金です。下から４つ目の枠の２

つ目です。こちらの寄附金につきましては、絵本づ

くりプロジェクトに対するガバメントクラウドフ

ァンディングにより寄附をいただき、１０７万円を

こちらに充当しております。次に、企業版ふるさと

応援寄附金７６０万円のうち２００万円がジェン

ダーギャップ対策室関連のもので、４つの企業から

寄附をいただいております。 

 次に、６５ページをご覧ください。下から３つ目

です。地域振興基金繰入金ということで、ふるさと
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納税としてジェンダーギャップ対策室所管の分に

１００万円いただいております。 

 最後に、７９ページをご覧ください。雑入の補助

金・交付金のうち、上から５つ目の市町日本語教育

体制づくり事業補助金３８４万７，０００円は、文

化庁の間接補助事業として、兵庫県国際交流協会か

ら交付されているもので、多文化共生推進事業費の

うち、日本語教室に係る補助金、会計年度任用職員

の人件費に対して交付されたものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 城崎振興局地域振興課、

山根課長。 

○城崎振興局地域振興課長（山根 哲也） それでは、

１２８、１２９ページをお願いいたします。１２９

ページの下の枠、城崎振興局費の庁舎管理費ですが、

前年度比で約７９０万円の増となっております。こ

の主な要因は、昨年度、城崎庁舎の自家発電施設を

更新したことによるもので、次のページ、１３１ペ

ージの上から５行目、投資委託料２１３万４，００

０円と、その９行下の補修工事費９０９万５，９０

０円がこの自家発電設備の更新に係るもので、増額

の要因となったものでございます。 

 そのほか、先ほど本庁舎管理の総務課からも説明

がありましたように、各振興局も同様でございます

が、光熱水費が政府の電気・ガス価格激変緩和対策

事業等によりまして、前年度から城崎庁舎では約５

０万円の減となったほかは、ほぼ例年どおり、前年

度からの大きな変動はございません。次に、その２

行下、自動車管理費につきましては、振興局管理公

用車１１台の管理費でございます。 

 続いて、歳入についてご説明をいたします。 

 ８２と８３ページ、お願いをいたします。８２、

８３ページで、８３ページ、上から２枠目の市債の

枠で、総務債の総務管理債の中の上から３行目、庁

舎整備事業債の城崎庁舎１，０１０万円が、先ほど

歳出で説明をいたしました城崎庁舎の自家発電設

備工事等に係るものとなっております。 

 城崎振興局は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 竹野振興局地域振興課、

小林課長。 

○竹野振興局地域振興課長（小林 昌弘） 決算書１

０７ページをお願いします。中段辺り、財産管理費

３，２３３万５，０４９円のうち、１１万３，３０

６円が竹野振興局地域振興課分となります。これは、

地元竹野浜自治会の会館として、昨年１０月末まで

無償貸与しておりました旧竹野老人福祉センター

に係る費用で、内訳としましては、下から１５行目、

建物共済基金分担金３６万６，３９７円のうち７，

４９２円、その下、保守点検委託料の消防設備保守

点検１６万８，９６０円のうち２万５，９６０円及

び、下から３行目、土地借上料６５万３，８５８円

のうち７万９，８５４円となります。これらの支出

経費につきましては、この後、歳入の説明で触れさ

せていただきますが、使用された月数分を竹野浜自

治会に使用者負担金として負担いただいておりま

す。 

 次に、１３１ページをお願いします。下から６行

目から、竹野振興局費の庁舎管理費ですが、竹野振

興局の通常経費に当たるものとして、光熱水費、修

繕料、電気設備、エレベーター等の保守点検、宿日

直業務の委託料が主なものとなっております。昨年

度は、光熱水費のうち電気代について、国からの補

助金により減額されたこともあり、一昨年度に比べ

て光熱水費として約８０万円減額となっておりま

す。 

 次に、１３３ページをお願いします。中段辺り、

自動車管理費につきましては、地域振興課管理の公

用車５台の管理費となっております。 

 続いて、歳入について、主なもののみ説明させて

いただきます。 

 ７５ページをお願いします。中段辺り、光熱水費

等使用者負担金のうち、旧竹野老人福祉センター７

万６，９０８円が、先ほど歳出で説明しました、地

元竹野浜自治会の会館として、昨年１０月末まで使

用いただいた使用者負担金となります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 日高振興局地域振興課、

吉田課長。 
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○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） まず、歳

出について説明します。 

 １３３ページをご覧ください。備考欄下の囲み、

庁舎管理費の光熱水費について、国の支援事業によ

り、昨年度と比較し、８７万４，０７４円の減額と

なっています。その下の修繕料は、庁舎駐車場の区

画線補修や庁舎玄関アプローチの擁壁修繕といっ

た小規模修繕９件分が主なものです。 

 次に、１３５ページをご覧ください。上から１６

行目の日高庁舎等長寿命化・脱炭素化改修計画策定

業務の委託料として、２８６万８，８００円を支出

しています。その他については、経常的な管理経費

となります。その５行目下の自動車管理費は、リー

ス車６台を含む日高振興局管理の公用車１０台分

の管理費です。 

 次に、歳入について説明します。 

 ７５ページをご覧ください。上から１７行目、日

高庁舎の光熱水費等使用者負担金１５８万９，７６

３円は、日高庁舎に入居している豊岡市商工会をは

じめとする団体の電気料金などの使用者負担金で

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 出石振興局地域振興課、

三宅課長。 

○出石振興局地域振興課長（三宅  徹） それでは、

歳出から、主な事業費について、備考欄にて説明い

たします。 

 決算書１３５ページをご覧ください。下段の枠の

庁舎管理費ですが、総額１，５０２万３，６４２円

の支出です。前年と比較し、１億３，０００万円足

らずの減額となっています。その主な理由は、出石

庁舎長寿命化改修工事が終了したことによるもの

です。 

 次に、１６１ページをご覧ください。下から１１

行目の出石永楽館歌舞伎開催事業費です。片岡愛之

助さんらの出演により、４年ぶりに永楽館歌舞伎公

演を実施いたしました。９月２２日から２６日まで

の５日間、全９回公演を行うことにより、３，０８

９枚のチケットを完売いたしました。支出総額は７，

１２２万３，９６７円で、このうち松竹株式会社へ

の歌舞伎公演事業委託料は、次ページになりますが、

その次ページ１行目の５，０６０万円の支出となり

ました。 

 次に、３７９ページをご覧ください。中ほどの伝

統的建造物群保存地区保存事業費です。支出総額は

２，５３３万５，１４０円で、前年より約５４８万

円の増となっています。主な理由といたしましては、

補助金の欄、２０２３年度は３件の２，４００万円

を支出いたしましたが、２０２２年度の３件の合計

支出と比較し、約５５７万円の増額となったためで

す。 

 次に、歳入についてご説明いたします。 

 ４３ページをご覧ください。 

○分科会長（岡本 昭治） すみません、ちょっとお

待ちください。 

 どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（三宅  徹） 失礼いた

しました。４３ページをご覧ください。一番下の枠、

教育費国庫補助金の中の社会教育費補助金の２行

目、重要伝統的建造物群保存地区保存修理費補助金

１，２０５万６，０００円は、修理事業３件分に係

る国庫補助金です。補助率は２分の１です。 

 続いて、５３ページをご覧ください。下から２つ

目の枠、教育費県補助金の中の社会教育費補助金の

上から２つ目、同じく重要伝統的建造物群保存地区

の保存修理費補助金６０２万８，０００円は、県補

助金です。補助率は４分の１です。 

 次に、６５ページをご覧ください。下から５つ目

の枠、地域振興基金繰入金のうち２，０００万円分

を出石永楽館歌舞伎開催事業費へ充当しています。 

 次に、７９ページをご覧ください。下から８行目、

市民会館等入場料の永楽館３，９９４万７，０００

円は、先ほどご説明いたしました永楽館歌舞伎の入

場料です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 但東振興局地域振興課、

道下課長。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 歳出から
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説明させていただきます。 

 １３７ページをお願いいたします。備考欄の中段

より下でございます。但東振興局の庁舎管理費１，

４６９万３，５４８円を支出しております。前年よ

り２０万６，２７４円の増となりましたが、こちら

につきましては、他の各庁舎と同じく、但東におき

ましても、光熱水費４４０万３，５２７円というこ

とで、前年に比べまして６１万４，９９１円の減額

となっております。また、役務費手数料が３８万８，

７２０円ということで、前年の６万５，５００円を

大きく上回っております。こちら、庁舎内数か所の

配水管等が閉塞いたしまして、こちらの不具合によ

る現場対応事案ということで、こちら年間複数回発

生したものでございまして、こちらの対応手数料と

なります。 

 また、引き続きまして１３９ページをお願いいた

します。備考欄上から１２行目、庁用備品といたし

まして８３万５，８９０円を計上しております。こ

ちらはハンドガイド式の小型除雪機を導入いたし

ました。おかげさまで除雪車両の進入することがで

きない場所、各玄関前のアプローチなど、速やかな

除雪が可能となっております。 

 続きまして、３７３ページをお願いいたします。

備考欄の中段、東井義雄の心を伝える推進事業費、

こちらは５１万８，５０１円の支出ということでご

ざいます。東井関係資料の整理、鑑定をお願いして

おります大学の先生方への報償金、２４万円、また、

東井の顕彰活動を行います白もくれんの会、こちら

への補助金２５万円、その他は事務用消耗品でござ

います。 

 続きまして、３８９ページをお願いします。備考

欄中段、但東市民センター管理費でございますが、

５５３万７，２２８円ということで、前年より３７

５万３，２００円の増となりました。増額分の大部

分といたしましては、同センターの屋上、平らな陸

屋根部分の防水塗装工事費３６６万８００円、こち

らの支出によるものです。そのほか、特定建築物定

期検査報告書の作成費などが若干増えております

が、保守点検委託料等は、前年とほぼ同じというこ

とになっております。 

 替わりまして、歳入でございます。 

 ６５ページの備考欄、お願いいたします。中段よ

り少し下、東井義雄遺徳顕彰基金繰入金、こちら５

１万８，５０１円でございます。さきに説明いたし

ました、歳出のほうで触れました東井義雄の心を伝

える推進事業費の財源分として、基金から繰入れを

行ったものでございます。 

 最後に、７５ページをお願いいたします。中段よ

りやや上でございますが、光熱水費等使用者負担金、

但東庁舎につきましては２６万８，２７１円でござ

いました。前年より１８万８，６３８円の減という

ことで、但東庁舎の光熱水費の減額によるものでご

ざいます。 

 その他の歳入につきましては、例年とさほど差異

なく推移いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 会計課、西村課長。 

○会計課長（西村 嘉通） それでは、会計課の関係

分につきまして、歳出から説明をさせていただきま

す。 

 １０３ページをお願いいたします。１０３ページ

の上のほう、会計管理費のところでございます。こ

れは会計課の通常事務に関わる事務的経費でござ

います。前年度と比べまして増額となった主なもの

としましては、まずは手数料でございます。一つは、

口座振替収納に係る各金融機関とのデータ伝送の

サービスを切り替えたことにより新たに発生した

手数料で、金額が１５６万円でございます。これは

従来のアナログ回線を使ったサービスの廃止に伴

うものでございます。 

 それから、同じく手数料ですけれども、一時的な

経費としまして、システムの一部改修作業に伴うも

のがございます。例えば、インボイス対応のための

財務会計システムの改修費用として、２０６万円な

どでございます。また、枠の一番下、業務委託料の

ＯＣＲシステム更新業務６９５万２，０００円、こ

れにつきましては、収入金のデータ処理に使用する

システムでございまして、機器の老朽化、保守期間
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の満了に伴い、更新を行ったものでございます。 

 次に、１０５ページをご覧ください。財産管理費

の積立金ですが、右の備考欄中ほどの基金管理費の

ところでございます。これは各基金への積立金で、

内訳の各項目の中で何々基金（利子）としているも

のが会計課の所管でございます。これは基金運用に

伴う利子収入を各基金に積み立てたもので、次のペ

ージにかけて、全部で１４項目ございます。利子分

のみの合計金額につきましては、表記がございませ

んけれども、金額が１，７５０万４，２０２円です。 

 次に、歳入についてご説明いたします。戻ってい

ただきまして、５７ページをご覧ください。５７ペ

ージ、一番下の基金運用利子のところです。歳出の

ほうでも触れました基金の運用による利子収入で、

次のページにかけて全部で１９項目ございます。前

年度決算額との比較では、全体で約２００万円の増

となっております。各基金への金額の配分は、運用

利子の総額を各基金の残高で案分したものです。な

お、一部の基金を除き、利子は基金に積み立てると

いうことになっておりまして、さきに歳出でご説明

しました積立金と項目、金額が対応しております。 

 そのほか、歳入では雑入等にも関係分は若干ござ

いますけれども、説明は省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 選管監査事務局、中川局

長。 

○選管監査事務局長（中川 光典） 令和５年度は、

年度の当初、県議会議員選挙を行いましたので、主

にこれに係る経費について説明をさせていただき

ます。 

 なお、監査事務も含め、経常的な事務経費につい

ての説明は、例年と大きな違いはありませんので割

愛をさせていただきます。 

 それでは、決算書１７２、１７３ページをお願い

します。ページの最下段にあります県議会議員選挙

費ですが、これは令和５年４月９日に執行いたしま

した兵庫県議会議員選挙に要した経費の令和５年

度執行分です。この令和５年度分は、選挙の告示が

前年度の３月３１日でしたので、期日前投票の初日

から要した経費ということになります。 

 主立った支出につきましては、ページを１枚めく

っていただきまして、１７５ページになります。備

考欄の１行目、非常勤職員報酬３７６万９，９４０

円は、投票管理者や立会人等の報酬です。上から８

段目の食料費１２２万６，２５０円ですが、これは

投票管理者や立会人、受付事務職員の賄いとしての

お弁当代です。その７つ下の業務委託料のうち３０

０万８，６３７円は、入場整理券の作成委託に係る

経費です。兵庫県議会議員選挙の令和５年度に要し

た事務的な経費は１，１８０万２，７７５円でした

が、人事課所管分の人件費を含めますと、総額で２，

４７２万４，２４１円となります。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入の説明に移らせていただきます。 

 決算書５５ページをお開き願います。備考欄のち

ょうど真ん中辺り、選挙費委託金です。総額で２，

９４９万３，８２４円が兵庫県からの交付金です。

そのうち１行目の兵庫県議会議員選挙事務委託金

２，９４９万２，６４６円ですが、これは令和５年

度分の当選挙に係る委託金となります。既に令和４

年度分の経費の一部が概算払いとして収入してお

りますので、先ほどの歳出の合計金額とは一致しま

せん。 

 選管監査事務局の説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ３８１ページの１，２００名

の外国籍の方がいらっしゃるということで、その中

で日本語教室を２か所開催しておられるというこ

とでしたが、ここには大体どれくらいの方が行って

らっしゃるのか、また、外国語としては、いろんな

国籍の方がいらっしゃるけれども、ほぼほぼいろん

な国籍の方への、英語がほとんどかもしれないけれ

ども、そういう方たちに対する、どういうんですか、

フォローができているのかなってとこら辺が気に

なりまして、そこら辺教えていただきたい。 

○分科会長（岡本 昭治） すみません、上田委員、
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それは多分午前中の部分じゃないでしょうか。（「今

のです」と呼ぶ者あり） 

○委員（上田 伴子） １４９ページ。 

○分科会長（岡本 昭治） １４９ですか、すみませ

ん、失礼しました。 

○委員（上田 伴子） いいでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） はい。 

○委員（上田 伴子） それと、それから、ワークイ

ノベーションの会社の数、調査された、調査かな、

それの数というか、それをお願いいたします。 

○分科会長（岡本 昭治） 分かりましたでしょうか。 

 木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 日本語教室は、豊岡市国際交流協会とにほん

ご豊岡あいうえおの２か所で実施しています。人数

としては、今ちょっとすぐ出てこないですけど、約

２００名ぐらいの方が参加されています。日本語教

室に来られている方の国籍を詳しく、ちょっと今手

元にないんですけれども、豊岡におられる国籍別で

いいますと、ベトナム、フィリピン、中国の方が多

い状況です。日本語教室に来られてる方は、ベトナ

ム、タイとか、ネパール、フィリピン、いろいろな

国となっています。 

 続きまして、ワークイノベーション推進事業費の

従業員意識調査ですかね。 

○委員（上田 伴子） はい、会社の数。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 会社の数、調査の数ですか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 従業員意識調査は１０社でございます。以上

です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ご答弁ありがとうございまし

た。外国籍の方が大変多いなと思ったんですけど、

それぞれのいろんな分野で仕事もされておられる

と思うんですけれども、今、お聞きしましたら、ベ

トナム、タイ、ネパール、フィリピン、中国の方が

大体日本語教室に主に通ってらっしゃるというよ

うなことだったと思うんですけれども、それぞれの

母国語を教えながら、日本語をその方たちに教える

ということでされてますけれども、そういうことで

困難を抱えてるというようなことは、ここではちょ

っと質問にはならないかも分からないんですけど

も、そういうことでのお聞きになってるようなこと

はないですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 日本語教室は、基本的に日本語で教えるとい

うことになっていますので、ただ、テキストがベト

ナム語と日本語になっていたりということはある

ので、そういったテキストを購入されていると思い

ますが、基本的に外国語、母語ができなくても、日

本語は教えられるということなので、そういったこ

とでの困り事は特に聞いておりません。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

 あと、もう一点が、ジェンダーの関係の絵本を作

成されたということだったんですけれども、この絵

本については、前にお披露目会があって、私もよう

行かんかったんですけども、聞きましたら、この絵

本は今は図書館に置いてらっしゃるということだ

ったんですけども、これはいろんなところにこれか

らも置いていかれるということかなと、それと、そ

れから購入したい方が購入できるような方法を考

えておられるのかどうか、お願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 絵本につきましては３００冊印刷しまして、

もう既に就学前施設と小学校、中学校にそれぞれ１

冊以上、２冊か３冊ぐらい、中学校は１冊ですね、

小学校は２冊、大体、あと規模によって少し増減が

あります。あと、図書館にも置いてありますし、あ

と子育てセンターにもあります。販売してほしいと

いう声はいただいておりますけども、基本的には売

る目的で作ってはいませんので、一般の方への販売

は今のところ考えておりません。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 
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○委員（上田 伴子） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 それから、これページ、ちょっと忘れたんですけ

ども、移住定住かな、その関係でいろんな住宅だと

か、また、いろんな施策をしとられるんですけども、

その中で、移住定住に結びついてる割合としてはど

れぐらいなんでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 割合ですか、直接

幾ら効いたか、何人効果があったかっていうのは、

ちょっとすぐには出せないんですけれども、窓口に

来て、実際に移住した方っていう数字は分かります。

けれども、ちょっと今、すぐ手元にないので、後ほ

ど回答させていただきます。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） お願いします。 

 そういういろんな施策で移住定住に結びついて

いるという実感はございますか。 

○分科会長（岡本 昭治） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 実感はございます。

実際に空き家の改修とかをして、住んでおられる方

もありますし、そのための下見で来られる方もあり

ますし、実感としてはございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 了解しました。ぜひ、よろし

くお願いいたします。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかはありませんでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 以上をもちまして分科会審査の午後の部を終了

したいと思いますが、ここで委員の皆さん、当局職

員の皆さんから何かありましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ないようですので、明日

１８日水曜日の委員会審査は午前９時３０分から

当委員会室で行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、当局の皆さんは退席いただいて結構で

す。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。再開は２時２０分。 

午後２時０８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１４分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、分科会を再開

します。 

 第７２号議案の審査につきましては、先ほど質疑

まで終えましたので、討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 第７２号議案、一般会計決算

に反対します。反対の理由は、市税の個人市民税、

法人市民税、固定資産税の超過課税について、当初

予算にも反対していました。特に、個人市民税の決

算は５，３７７万３，０００円です。これについて

は全国で豊岡市だけです。全国どこに住んでいても

ひとしく国の交付税制度の下で自主財源と合わせ

て財政運営をしています。豊岡市だけが特に厳しい

財政状況にあるはずがありません。諸物価の値上が

りに追いついていない給与の低さで、市民の生活は

ますます厳しさを増しています。全国で唯一という

個人市民税の所得割に対する超過課税は直ちに廃

止すべきだと考えます。よって、超過課税を含む決

算に反対の意見とします。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかにありませんか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 認定の立場で討論いたします。

毎回のように、この超過課税のことがありますけど

も、この都市計画税の代替財源ということで、これ

を都市計画税という名前にできない過疎債とかい

ろいろあるんで、名前は超過課税となっているんで

すけども、都市計画税の代替財源ということで、金

額の多寡にかかわらず、確実に市民の暮らしを支え

ている財源でありますので、これはもう予算でも賛

成しましたし、それによって事業が進んでますので、

この決算に対しては認定という立場で賛成討論と

させていただきます。 



 32 

○分科会長（岡本 昭治） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、認定すべきことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（岡本 昭治） 賛成多数により、第７２

号議案は、認定すべきものと決定しました。 

  ここで、分科会を暫時休憩します。 

午後２時１７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１７分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、ア、委員会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議いただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時１７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時１８分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開いたします。 

 委員長報告についてですが、内容につきましては、

正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

  ここで、委員会を暫時休憩します。 

午後２時１８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時１８分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について、ご協議いただきたい

と思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時１９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１９分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開いたします。 

 分科会長報告についてですが、内容につきまして

は、正副分科会長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

  以上で、分科会を閉会します。 

午後２時１９分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時１９分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

これより４、その他に入ります。その他、委員の

皆さんのほうから何かありましたらお願いいたしま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 特にないということで終了

いたします。 

 それでは、以上をもちまして総務委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

午後２時２０分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


